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鱸§聖ミ 禰蹴・帳．．一K夢脅 化のない土地をえらぶ必要があるが，わが国には鵬密な

次代検定を実行できるような林地がない。

さらにサシキのぼあいには，おなじ樹木のサシホを使

って，蕊寛が同一である林地へさしつけても，発根なら

びに成長の状態が違うことがある。ヒマラヤシーダーや

セコイヤのサシキ苗はシシがたたないといわれるが，サ

シホのとりかたによってはシンがたつことがある。八ギ

のぱあいにも，サシホのとりかたによってう齪性に差が

あって，すくなくとも幼時の成長状態が違うことがある

が，とくに壮令以上のスギのサシホを使うぱあいにはそ

の差がいちじるしく，福田孫多氏は遺伝質および蕊寛が

おなじであっても，生育伏態が違うぱあいがあることを

強調している。

九州地方に鑑けるスギの優良品種の造林地零は'実に
よぐそろつていることに感心するが，これはおなじよう

な条件のサシホを集められるためであろう。これに反し

て，壮令以上のスギ､でば興詣なじ剛劉の枝を使っても，

サシキ苗の成長がふそる《､になるように見える。もしか

かる事実があるとすれば，戊長ボ早いスギのエリートを

みつけても，サシキ苗の戊長は必ずしも早いとはかぎら

ない。すなわち次代倹定の結果，虚長不良と判定される

不安がある。ともかく遺伝質ならびに環寛がま,つたく同

一であるにかかわらず，サシホのとりかたによって’苗

木の発恨および成長に差ができるとすれば，次代検定の

成績をそのまま信頼できないぱあいがあることを忘れて
はならない。

かかる極端な例はマレであるとしても，次代検定には

20～30年を必要とするゆえ，エリートを週麦しても’遺

伝質がすぐ牙していることを確認することは容易でなく′

不可能に近いぱあいが多い。

要するに，エリートの選抜につとめ，次代検定につと

めることは，きわめて重要であるが，これを実用化でき

るのは，おおむね遠い将来である。ただじ雲通スギのよ

うに，早くから実用化されるばあいもある。

雲通ズギはアヤスギにくらべて成長が早いといわれる

が，最近鹿児島県蒲生町白男で視察したキジン（黄心）

はメア茨1こくらべて，いちじるしく成長が早い。おなじ

林地へ両者を植えて成長を比較する必要があるが’わた

くしの感じとしては，キジンのほうがすぐれていると思

う。

キジンはメアサにくらべて，材稜では2倍（幼時は数

倍)以_Eになっている力＄キジンはどれもおなじように
成長している。したがってメアサの造林地へ’1本のキ

ジンがまじっているぱあいには，キジンは成長が早いエ

リートとしてえらばれるが，キジンだけのi剴添地でば材

積が癖iくよりも30％以上すぐれている個体はないよ

うに見える。すなわちキジンの優良造林地では′戊長が

画
エリートと

●

プラス林分
× × ×

中村賢太郎

I/…ﾙﾙｰ ｡…篭‘

一昨年Lindquist鈎受が来朝してから，エリート鰯

英樹）の知識が普及して，その選抜に努力するようにな

ったことはよろこばしい。

従来はエリ－1､といえば材質のすぐれたものを意味し

ていたが，近ごろは成長量に重きをおく人が多い。たと

えば福田孫多氏はもっぱら形質のよいスギを選抜してい

るに対し,武藤品雄氏は成長が早い雲通スギに着眼した。

成長が早くて，しかも形質がすぐれている樹木は，ほ

とんど存在しないゆえ，エリートの選抜はどちらかに重

点をおく必要がある。さらに病虫害に対する抵抗性も重

要であって，たとえば鹿児島県鹿屋市祓川町にあるハラ

イガワスギ一名為ケエモン（助右衛門) .はスギタマパエ

の害がなく，成長が早いが，心材はクロジン系である。

成長が早いエリ,-卜をえらぶばあいにも，幹の形状が

よく，枝張りが小さく,枯枝がおちやすくして,病虫害に

かからないことなどに注意する必要があって，これらの

諸性質がすくなくとも平均以上であることが望ましい。

成長量は，隣接木にくらべてどれだけすぐれているこ

とを必要とするかは,実にむずかしい問題である6材質
において2～3倍もしくはそれ以上に達する樹木はめず

らしくないが，蘂寛にわずかでも差があるばあいには，

成長量の差がどの程度蓑で遺伝質によるかを判定できな

い。なお蝿妾木と根が癒合雪告して成長がさかんになっ

ている莞列が報告されているが，かかるぱあいには成長

がどれほどさかんであっても，エリートであるとはかぎ

らない。

材質や病虫害に対する…などを主とするばあいも

また，電友には困難が多い。

つぎに，エリートとしてえらばれた樹木の擦致が；遺

伝質によるか，蕊寛によるかは，次代検定によって決定

できるといわれる。ところで，エリートのタネまたはサ

シホを使って次代検定をおこなうには，地形や土躍に変

K＝

１
１

一=

筆者・東京大掌農学部教摂・農博
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中村：エリートとプラス林分

としてその雲見に努力することが重票であるが，さしあ

たりはプラス線分のタネを集め，優良品種堂たは優良母

樹のサシホを使うべきである。サシホおよびサシキ苗憾

その外観によって，そのよしあしを推定できるが，タネ

のぱあいには，その遺伝質を吟味する方法がないゆえ，

指定されたプラス林分以外のタネは侭わないように注意

する必要がある。

なおエリートの選抜にさいして，形質に重点をおくぱ

あいには，優良なプラス林分からえらぶに反し，成長に

重きをおいて，癩妾木との材積成長量の差だけを考慮す

ると，マイナス泳分からエリートをえらぶ不安がある。

すなわち形質に重点をおくエリートは，広く天然林およ

び人工林で選抜できるが，戊長に重点をおくエリートの

選波ほほとんど植栽林にかぎられ，しかもプラス林分で

は成長の差がすぐないため，マイナス林分からえらばれ

る傾向がある。そのマイナス林分が，成長はわるくても

遺伝質に欠点がなければさしつかえないが，一般にはか

なり不安がある。さらに成長がすぐ．れている原因が，環

境その他遺伝質以外の理由にもとづくぱあいも考えられ

る。

育種の専f霧は，次代検定をおこなえば，遺伝質のよ

しあしがわかるというが，これほ逆むずかしい仕零ほな

い。とくに老令樹のサシキ苗は，発展が困難であって，
、

成長がわるいことがある。

したがって夷祭の造林には，エリートの問題にまどわ

されずに，タネはプラス繩分から銅反し，サシホはすで

に知られている優良品種を使うことが適当である。

造林用のタネまたはサシホを集めるに適するプラス林

分は,林木がよくそろっているため,戊長に重点をおくエ
リートを選抜することが困難である。う・ラス刺分以外で

求められたエリートは次代検定を必要とするにかかわら

ず,次代検定が不可能に近いと想像されることは,成長の

承に重点をおこうとする林木育種の重大な欠点である。

要するにエリ－1､を選抜して，すぐれたタネまたはサ

シホを多量に供給することは将来の理想ではあるが，現

実の問題としてはプラス泳分のタネを使い，優良品種の

サシキ苗をふやずことが急鑑である。

早いエリートをえらびだすことはできない。しかし，ほ

かの造林地でえらびだしたエリートが，キジンよりも材

稜成浸量が多いかどうかうたがわしい。

したがって，エリ戸トの選抜が重要であるとしても，

現実の問題としては，すでに知られている優良品種を造
β

林するほうが有利である。現在千鶏農に住む福田孫多氏

は，多年土リートの選抜に苦心していられるが，その所

有山林には大部分山武熱地方のサシスギが造林してある

ばかりでなく,一般にサンプスギの造林を推奨している。

わが国には理想と舞尭とを混同している技術者が多

く，エリ.－卜の選抜がさかんになると，エリートのタネ

またはサシホを使わなければならないように考える人が

ある。

林木は複雑な雑種であって，しかも仙塚受蒲が普通で

あるゆえ，母樹別にタネをまいて育苗しても，いろいろ

性質が違った苗木ができそうに考えられるが，東京大学

千葉県演習林における識査成績によれば，おなじ母樹の

タネから育った苗木はその差異がすぐないばかりでな

く，おなじ林分のダネならば実用上さしつかえなく，フ･

ラスホ陽のタネはi罰*価値が高い。

サシキ苗は母樹の一部から再生したもめで，遺伝質は

まったくひとしいが，それにもかかわ‘らずサシホのとり

かたによって錨艮や成長の状態がいちじるしく違うこと

がある。エリートと認められる老仕令樹の枝をサシホと

歩るぱあいには，その差がとくにはなはだしい。これに

反して古くからサシキを実行している地方にある有名な

品種ならば，造林地が承ごとにそろっている。かかるば

あいには，エリートを選抜してクローンを育成するより

は，現在知られている優良品種をふやすことが実用的で

ある。

タネを使うぱあいには，エリートの枝をツギホとして

ツギキ苗をしたてて羅園をつくる必要があるゆえ，サ

シキのばあいよりは手数がかかる。そのかわりエリート

のタネを造林用に使うことができるが,鰐さあ分灘がす
ぐなく，銅反に多くの経費を必要とする。

ホ鐸ではタネの産地問題をやかましくいうが，育種の

知識が進んでくると，産地よりは，むしろ遺伝質を重く

拳るようになるであろう。現在の造林用種子配給規則で

も，プラス純分が多い中部地方のヒノキは他の地方へ造

林することを認めているが，マイナスホ紛息が多い関東地

方のアカマツは他の地方で使うことを禁止して､､る。

わが国ではタネの産地だけをやかましくいうが，母樹

林の指定はおおむね有名無実で，大部分ほどこの馬の骨

かわからないようなタネを使っているゆえ，プラス林分

のタネを使うようにすることが急務である。

エリートの選抜による優良種苗の供給は，将来の理想

診
、

一
『

（4頁につづく）

中村教授の御批判は,わたくしの論稿の批判を通じて,こ
れからの産地試験の進め方につき一般に指示されたもの

であって，、その意味においても有益であったと思いま

す。意外に長い文章となってしまいました。いろいろ不

驍けな言辞を弄し，また的はずれなことを雷いたかとお

それますが，御寛容をこうと共に御教導のほど願上げ堂

す。な鏑，論文に該鱗休の配置図をのせていないのは，

紙面の都合であらかじめ割愛したものであります。
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中村教授の御批判に答えて

---……--山畑一一 圭口
（29．3．6受淫）

り本質的には若干のちがいが承とめられると考え菫す。

逓t的な品種論の立場から，素朴な産地試験成績をみら

れるならば，全然満足出来ないであろうことは，もっと

もなことだと言えましょう。だから「醇也だけを気にす

るのは過去の林業」であって，「タネの産地より母樹の

遺伝性をおもく見る」のがこれからの林業であるという

ことが，肯定されるのだと思います。またタネの産地試

験は「供試用のタネをとる母樹が天然生であって，地域

性品種と認められる場合」にはその成績が信頼出来るの

であり，しかも「原産地における成育が健秀であるにか

かわらず他の地方へ造林すれば成績がわるい」という場

合に重要な意義をもつということにもなるのだと思いま

す。しかしながら実際問題として，ある地域にある地方

産のスギを造林すればどんな成育を示すだろうか？造

林地ふ近から適当なタネが得られず，やむなくどこか遠

い地方のタネを用いるとまれば，どの地方から求めたタ

ネが造林地で良い成績を示すであろうか？ というよう

な実用的な問題としての産地試験の場合には必ずしも，

天然林のタネでなければならないとか，地域性品種と認

め‘られるものでなければ意味がない，などということば

ないのではないかと思います。「スギは母樹林に人工植

栽のものが多いゆえ天然林だけを対象として産地試験を

行うことはその価値がやや低いとしても･･ ･･」と教授も

「林木品種論」に述べておられ，供試タネを天然林や地

域性品種に限る必要のないことを実用的見地から容認さ

れている。教授が蕊つしやるように「わが国ではタネの

産地に関する造称試験はわずかしか実行されなかったば

かりでなく．…信頼出来る産地試験はマレである」が，

しかもそういう不徹底な試験研究から若干の原則メイタ

ものが樹てられ，それが正当なものの如く一般に引用さ

れています｡.これまでの産地問題の廟焼はすべて造林木

の成長（しかもほとんど幼令木の成長）と産地の気象条

件との関係について考察せられたものであったが，わた

くしの論文は，これまでの研究の結論が果して妥当であ

るかどうか，一般にいわれる原則メイタことがらが誤り

でないかどうか，検討して承るつもりで書かれたもので

あります。だから白沢，佐多氏らの方法，狩野氏の方法

とおなじように気象因子との関係において論議した次第

です。したがって言うまでもなく新らしい品種論の立

場から吟味したものでは旗いし，また試験林そのものが

〃

本誌137号「タネの産地試験と地域性品種」という題

の，東大教授中村賢太郎博士の小論を読ゑました。その

内容は，わたくしが本誌132号に発表した論文「京都に

植栽された本邦各地方産スギの成長」に関する批判を中

心として，産地試験の在り方と糖英樹選抜の意義につい

て述べられたものであった。直接，わたくしの論文がマ

ナイタの上にのせられているのと，平素から関心を寄せ

ている産地や品種の問題であったので，本誌136号．同

教授の琳木品種論」との関連において，たいへん興味

ふかく感じた次第です。なに蕊ん浅学なるわたくしの，

幼稚なる論稿が，日頃畏敬する教授のお目にと菫つたこ

とを光栄に存ずるとともに，厳正なる樹批判と御叱正を

賜わり蛍したことに対して心からなる感謝の意を表明い

たします。ともすれば上1､リヨガリとなり易いわたくし

にとって，酷しい内省の鞭となったことを，虚心に欣び

たいと思います。

教授の御批判は至極適切で，その限りにおいては全く

異議をさしはさむ余地はないのでありますが，異議とか

反論などといった意味ではなく，それはあたかも，もし

教授と対坐して直接的に批判を賜わったとずれば，その

ときわたくしとして，あるいはこうも言ってゑるかも知

れないと想像される程度の，いわばそういう意味あいで

の意見をおこがましくも申しあげて，更に御教示を仰ぎ

たいと思います。

まず，わたくしの感じま,したことは，基本的な観点の

ちがいがあるのではないかということです。すなわち教

授は，わたくしが取扱った醇也試験の成績に対して，品

種問題(Rasse㎡ragのとしての立場から見ておられる

ように思われますが，わたくしは品種問題以前の問題で

あるところの塵池問題(Samenprovenienzfrage) とし

て提出したつもりです。もとより産地問題は深く品種問

題とかかわりあっておりますが，前者は造林木成長の産

地によるちがいことにタネを遠い地方に求めた場合の，

造林成績の良否の問題としてｵ鐸され，憤潅となった年

代も古いのに対して，後者は産地問題の識蔓として起こ

ってきた新らしい課題であると言うことが出来ると思い

童す。いまでは鐵凹問題は品種問題に包括されているよ

うに見えるし，またそれが当然なのでありますが，やは

』
三
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山畑：中村教授の御批判に答えて

う。

次に，「子苗の成長量の差は餓封の産地の気象に支配

されているように瀧論して…･」という御批評について

述べたいと思います。この批判は些かウケ難いと存じま

す。恐らく論文の読承方が不充分なための感ちがいによ

るのではないでしょうか｡子苗の潅量の差が産地の気

象によって支配されているものであるかどうかは判らな

いのです。またわたくしの調査はそういう問題に瀧諭を

出しうるような，そんなタグイの調査でないことは明ら

かだと思います。成長量の差がタネの産地の気象に支配

されるかどうかというような，現象の御蔑に関する問題

でばなくて，気象条件を異にする地方からのタネによっ

て造陳した場合，成長量の差の傾向が産地の気候的特性

となんらかの関連をもっていそうかどうかという，外面

的な現象だけに関する問題なのです。差が現われたとす

れば，その差は産地の気象に麦配されているものか，母

樹の遺伝性によるものか，どんな理由によるのかは不明

です。これを明らかにするには別の周密な実溌がj蕊要で

しょう。「概して較寒地産のものは坊寺の成長が旺盛で

あり，較暖地産のものは幼時の戊長が緩慢である」とい

うことは，その成長のちがいが塵也の気象の支配による

ものであることを，必ずしも意珠するものではありませ

ん。

要するにわたくしの論文は，そのまま放硬するならば

ゴルフ場にするために，伐採されてしまうかも知れない

状態におかれていた林分,．しかもその林分は林学界で林

木種子産地問題が重視された頃に設定された樹令25年

のスギ産地試験林であったので，その破壊されることを

恐れ, とりいそぎ関係当局哨可を得て調査したものの

結果なのであります｡最近の林木品種論の立溺からする
調査や批判に耐えうるよう》罐になかったことは，まこ

とに遺憾でしたが,･白沢，途多,狩野，花泳氏らの知見

の正当性について吟味し，軍池問題研究にとって一つの

資料となりうればしあわせと患ってとりまとめたもので

わたくしの論文の真の結論は例の7カ条にあるのではな

く，そのあとに述べてあるように，従来の少数のかつ

不充分な研究資料によって一般的にいわれていることに

は大いに疑義があるぞ，農林省の告示する種子配給区域

なるものも梗拠がはっきりしないぞ，時期おくれではあ

るが鐵也試験は今後更にやる必要があるのではないか，

といういわば反漕または注意突起にあったということを

諒解していただきたいと存じます。しかし結果において

内容的にいろいろ不備＠点が散見し，論文の扱い方に問

題があるようなことになってしまったのは，全くわたく

しの非力のいたすところと申すのほかはあり室･せん。

（2頁下段へ）

さような立場からの検討に耐えうるものではありません

でした。しかしそれにしても「母樹の成育地および成育

状況ならびに母樹の由来」をできるだけ調査しておく必

要を感じ，樹籍ポその他につき調べたが必要かつ充分な

盗料が得られなかったのであり寮す。この点は論文の、

の区切に遺憾の旨ことわっております。次に教授はわた

くしが「同じ地方のスギはすべて同じ遺伝性を有し，ひ

とつの地域性品種であるかのように考えている」ものと

愛取られたとのことですが，これはあるいは論文の表現

が適当でなかったことによる誤解だと思います。わたく

しもそんなに大ザッパには考えていないつもりです。そ

れでヨシノスギ，アキタスギといったような呼び方もし

ていないし，童た高知種，千葉種などとも呼んではいな

かったと思います。たとえば秋田産というのは「秋田県

北秋田郡羽根山国有林産｣を略称したにすぎないのです。

「気温や降水量の近似順位や特性によって造林成績が

きまると.は限らない」ことはr産地試験には天然林の女

ネを使うのが常調であるより以上に常識であるだろう

と思い室す。林木の成長が単に気象因子にの桑支配され

るものでないことは明らかです｡しかし｢気候が林木の成

育に重到であることにはマチガイありません。産地試

験の場合，産地と造林地との気候の関係と成長について

まず検討することは至槻|臘当なととだろうと思います･

次に，「気象因子の求め方が適当でない」「信頼度の

低い気象調査と結びつけて説明せんとすること」,は「穏

当でない｣，「母樹の成育地の気象調査」が「ﾌ院全であ

る」という，一連の気象資料の不備に関する教授の御批

判は全く正当であって，恐縮の他はない。論文のⅣの区

切で述べてありますように，信頼度の高い気象黄料の蒐

集については出来るだけ努力を払ったが，タネの産地ま

たは最近接地域の資料のなかには観測年数の小にすぎる

ものがあったり，大阪，長野のように産地がくわしく判

らないために止むを得ず信頼度の低い資料を用いたもの

もあり，全体として理想的な気象資料によって比較検討

のできなかったことは，まことに遺憾でした。気象盗料

に若干の不備の点のあることは最初から否定出来ないも

のがあったが，産地気象と造林木成長に関する動向を推

知し，従来諸氏の研究結果と対比するのには必ずしも全

面的に不適当でもないと思った次第です。いずれにせよ

今後かような問題を処理する場含特に細心の注意を払

いたいと存じ萱す。

論文の区切xに記載してある7カ条は,言うまでもな
くわたくしの調査した範囲内における成績の要約であつ

‐

、

凡

ワ

！

《
）

て，直ちに以

またさように

より後の文章

て一瀦絢意識を与えることは出来ません。

解釈して麺反るべきでないことは，7カ条

をみていただけば自明のことでありましよ

’
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させている。しかし利用出来る所を鋸で切っただけの素

製品の単価健非常に高く，柄木でも一石当り6,000円以

上，戸木でば10,000円以上もする。（素製品の大きさ

も異なるがスギは大体4,000円位である）歩止まりは非

常にまちまちでつか承難いが，全体的に見て半分位であ

る。

3． 現在伐採している高齢の天然林のカシ材はサナ，

（立木中よりの割れ目）ヤケ，（腐れ）ネバ，（アテ）

その他虫の喰つた穴等の内部的に傷のある木が多い。カ

シの用途は前述した様に細かく切断し強度を要求する方

面に用いられる事が多いから，少しの傷のある材でも薪

位にしか役に立たない。したがって，品種改良の面から

考えれば，材質の向上，すなわち，絶対に欠点のないも

のを作り上げることが最も重要な点となるだろう。

4． カシ材を利用上次の様に分けている。シラカシ，

ウラジロカシ，アラカシを合してシラカシと呼び材は白

色で美しく，材質は圏霞で強靭であるが，虫害が多く形

質の悪い材が多い。アカガシとツクバネガシをアカガシ

とし，カシの内で最も重く硬い木であるが強靭性が比較

的少なく，形質の良い木はあまり見当らない。イチイガ

シは通直大径で欠点の少い材が多く，比較的軽く加工し

やすく最も利用価値が高い。ハナカガシはカシの内で一

番弱くかつ脆く成長は早いが材としては悪く，乾燥すれ

ば収縮がはなはだしい。カシ本来の用途に使った時は下

級品である。 、

5．利用出来る大きさは柄木にする場合には胸高直径

1尺～1尺2寸以上で，ロ木でば1尺3寸以上なければ

ならない。年輪密度と材質及び利用との関係については

カシ材は輻射孔材であり，その上現在利用しているのは

高齢の天然木で,年輪が明らかでないためもあって別に

注意を払ってない。しかし高齢の成長不良の天然林のイ

チイガシ材よりも数量的にはごくわずかではあるが，最

近伐採されている屋敷内の40～50年生の成長の良い均

一な植栽木の方が喜ばれる傾向がある。カシ材の年輪は

一般に非常にわかり難いが，特にイチイガシの成長不良

のものは年輪が明らかでなく，その上アデの部分が多い

という。これらから考えて，品種改良によって成長のよ

いものを作っても，そのために材質が悪くなるおそれは

ないものと判断できる。

6． 各樹種内の材鍾の変異については相当幅があるよ

うであるが別に分けてはいない。むしろ現在では上述し

た如く数樹種を合わせてその用途を定めている。ただカ

シとして最も良くないハナカガシは他のカシとの中間の

猿な材が相当あり，その程度によってそれぞれ利用方法

が考えられている。叉イチイガシ材の内のイシメ，コマ

メ， アラメ等の分類も現在では利用上考慮されていな

（14頁下段へつづく）

最近カシの人工造林を続ける

べきか否かが問題とされてい

る。すなわち，人工造林がこれ

藍で必ずしも予期の成績をあげ

ていないこと，カシ材の単価が

他にくらべて安いことのために

一般の見解はかなり悲観的にか

たむいている。私はいま命ぜら

れて。カシ類の品種改良にたず
さわっているので，はたしてカ

シ類が人工造林の価値のないも

のかどうか，すなわち品種改良

の必要がないかどうかというこ

とに重大な関心を持たないわけ

に行かない。そこでまずその利

用面から，業者の意見を綜合し

て見た。意見をのべて下さった

稲毛義治（宮崎市錦町)，五十

嵐真志（都城市川東)，滝沢義

八（人吉市駒井田町）の方煮に

お礼を申_kげる。

1．今日，カシ材に対する日

本国内の年間の需要鐘は大体約

10万石嘩材）程度で全国の7

割以上は九州で，またその7割

は宮崎県から生産できると推定

している。カシ材･は広調撒材の

内で最も量要な材の一つで広い

範囲に利用出来る。原木単価が1坐旦 ウ

〃

い

割安なのは現在伐採されている材の中に良質の部分が比

較的少ないためである｡先の特長は硬い事ではなく強靭

性のある事で強度を比較的要求しない用途は最近他の広

葉樹で代用されているが，強庭特に強靭性を要求する所

にはカシ材に代る樹種は見当らない。素製品とじては比

較的高価であって，次の穣な特殊なものに使われてい

る。全体の60％はシャベル，スコップ・，その他工具，

農具の柄等の柄物となり，残りの40％がロ（鵬）木そ

の他船舶用材，ドック用材，魚具，下駄の歯』車輔用

林木馬材,その他と参る。
2． カシ材が最近他の広葉樹材よりも安くなった事は

上のとおり良材が少いたあだが，その原因としては，ま

ず戦時中のぬき切りが主としてあげられ，また一殻広葉

樹の用途が拡大され，その単価があがった事も相対的に

カシ材を安くした。その他伐採時期及び伐採後の管理も
毎

戦時中に比べて非常に悪い事がその歩止烹りを更に低下

一

可

筆者・農林省林業試験場宮崎分場
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スエーデンにおける林木育種と

わが国における精英樹の選定に

関する諸問題（完）

ある。

精調欝という語のもつ意義はむしろ後者の糖鋭嶬木

という謹朱が強くひびくため，一般にこの意味に解せら

れることが多い。この意味の精調劉の選俊増殖も育種事

業ではあるが，これは蝿戊品種適礒質の発展向上を目

的とするものであるから，むしろi創凱慧業の中に併合さ

れなければならぬことがらである。極端にいえば造沈権隷

業に論いては常に優良剛封より撮腫，獅聴をなして子孫

の遺伝質の向上をほかるのは当然であって，ことさらに

この問題を取り上げなければならないこと自身が従来の

林業掻揃者の怠慢を意珠するものに外ならない。

しかし事実としてこれがおろそかにされているとすれ

ば，各品種の耀観代表木の選定とその増殖をはかること

は，新品種の育成のための精麺封選定よりも先行して実

行すべき重蔓零項である。いうまでもなく学術上の用語

としては狭義の新品種の育成上の原木と解すべきものと

思う。

なお織鋭樹を狭義に解する場合当然その遮侭生が確か

められていることが前提であるが，後でも述ぺる様にそ

の遺侭生の撫這は林木の場合長年月を要するから，「遮

侭性を有することを推定出来るもの」を便宜精英樹とし

て聴及うことにして差支えないと思う。

．(2)スエーデンにおける精英樹の考え方

まずLindquist氏の淀議を見ると(GeneticsinSwediSh

Forestry-practice)愈職ereeとは森林において成長，

枝の形質(branChing),材質の諸点において最も極端に

(themostextreme)すぐれた変異種(plus-variations)

であると。それで在1itetreeを単にextremeplus-

variationSといっている。この定義のvariationsの語

の中には当撫遺伝的であることが想定されているが，彼

自身もこの遺伝性の検定は長錨を要し困難であるから次

代検定を待たずその増値を推し進むべきものといってい

る。しかして変異種という語がある以上，前節の新品種

育成の原木としての狭義の耀渓樹と解すべきだと思われ

渇が夷漂上はむしろ，広義の品種の健秀代表木として取

扱われている。

しかも以下述べる通り彼は純育種の立場を取らず，む

しろ造林種苗事業の対象としての精英樹を考えており，

素質の改良向上に重点をおいて､もるようである。このこ
とは彼の精麺封としての要件を見ても明らかである。す

なわち糠英樹としてば

（1）樹形（枝張りや樹冠の形）がよいこと。特に枝

が細小(sIender)て正常の型をしていること。

②成長力鍾いこと。（直径樹高において－結局材

積において）

（8）材質がすぐれていること。

を挙げている。ただしこれ等の諸点は同時に充たされる

Ｉ
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Wわが国における精英樹選抜育種の在り方

わが国において精調欝の選抜による毒重が問題とな

り，林野庁，林業試験場，林総協（林木育種協会）の三

者の間で協議がすすめられ，全国的の溌職的計画的の事

業として「精英樹選抜による育種計画」が立案されつつ

あることは測堺のため，まことに喜ばしいことと思う。

すでに述べた如く熊本営林局では昭和27年度から管

内を対象としたこの種の蘂鴬をやって来たが，今となっ

ては一つのテス1､ケースとじての役割詮果しているもの

といえる。目下の所,局において精英樹として認定した

もの98本,営林署よりの報告の未調査握開木は280本

に及んでいる。この数字は今後調査のすすむに従って倍

加するものと期待している。

この時に当って当局の実施経過に鑑みて，わが国の現

状より見た糖英樹選抜育種の在り方に関する諸種の問題

を吟味し大方の参考に供すると共に忌揮ない批評を仰が

んとするものである。

この種の育種事業は育種としてはきわめてプリミチー

ブのものであるが，その構想のいかんによってそのスケ

ールは伸縮され，慾をいえば，限りなく大事業化して一

般造林事業をも併呑するに至るものである。よろしく諸

般の事情を考えて時宜の限度に実行されることをいのる

ものである。

（1）精謁封のもつ二つの意義

精英樹の意装は狭義，広義の二つの考え方がある。狭

義に解する場合ぱいう室でもなく，個体選抜育種上の選

抜木（佐藤敬二博士）すなわち新しい品種を創成する起

源と考える場合の精英樹で，熊本営林局で取扱っている

精英樹もこの笥頼の糖英樹についてである。今一つ広義

の意味においては造林上の最優良母樹としての精英樹，

すなわち既成の品種を改良して行く上においてその品種

中の最健良木一一同類の中での精鋭代表木という意味の

精英樹である。いずれも育種事業としては重要な仕事で

《
山

J1

《
』

筆者・熊本営林局造林課
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日下部：スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に関する諸問題

この区別によって精英樹としての要件もそれぞれ異なる

べきで育種用精英樹は，何でもよい，一つの特性をもっ

たものでありさえすればよいので，これはあたかも化学

実験室にあらゆる薬品を必要とするのと同じで，育種実

験用には各種の遺伝質を備え付けておく必要がある。ま

た実際問題としてわが国のように立地条件の色煮と異っ

ている場合，いずれの立地にも適する猿な万能の品種な

どあり得るものではない。これに対して増殖用母樹とし

ての精英樹を考える場合は，一定の特性の外一通りの少

なくとも普通の要件はそなえていることが必要である。

すなわち成長がよいと同時に形質も当然条件となる。

以上の様に本質的に異なる別物の精英樹に対し，同一

の選抜基準で律せんとするのは理論的にいえば無理な話

である。

必要がなく適宜必要に応じて軽重をつけてよいと考えて

いる。そして彼は造林上の母樹としての精英樹は原則的

に国内のその樹種の中で成長といい，材質といい最もす

ぐれた遺伝型の個体であることを必要とするが，このこ

とは遺伝素質の検定を経た上でないと分らないし，国内
からあらゆる代表木を選ぶとなれば数千数万の多数とな

りこれ等の遺伝質の検定は到底実行不可能におち入る。

それで実際的には地方的の最優良樹を選抜して目録を作
〃

成し，第2次的第3次的に最優良樹を定むくきものとし

ている。この点から見ると純育種の立場からの新しい品

種の育成とい5よりも，むしろ造林上の母樹としての精

英樹を考えていることは明らかであり，本質的に試験的

性質を有する育種も造淋零業における素質の改良向上を
目的とする育種的事業とを併合して，事業を推進せんと

している様である。これがために精英樹の要件も上述の

様に当初から実用的のものを蜜球している。

③わが国における瀧瑛樹の要件

スエーデンにおいての精英樹の考え方は以上の榛であ

るが，わが国においていかに考えなければならないか？

Lindquist氏の要件から見ると上述のように糠英樹とし

ては成長においても形質においても完全なものを求めて

いる。これはいうまでもなく実際的の造林増殖の対象と

しての僅良顕封的（広義の）の精英樹を考えているから

で，いやしくも事業的の増殖用の母樹として考える場合

ほ,一つの特長の承をもって,瀞漬するわけには行かない

からである。しかしながら蔵重的に考える場合，初めか

ら完全な品種を罰虎することは，無暴の企てであり，育

種の実際に通じない机上論にずぎない。順序としてはま

ず，一つの艤長をとらえて成長なら成長，材質なら材質
〃

耐病虫性なら耐病虫性の象についてすぐれた素質のもの

を作り出し，第2次的に成長がよくて耐病虫性であると

いう様な，二つの特性を兼ねたものを作り出し，漸次完

全の品種を作り出す橇にすべきである。それで第1次的

にはいずれの点でもよい，いずれかすぐれた特性を有す

るものを精英樹としてえり出して他の点#こおいて大きな

欠点のないことをもって満足すべきであると思う。しか

しながらこれを増殖用の母樹として直ちにこれを使用す

ることば，理論上問題があるわけである。それで

|憲蕊
精英樹

鍋鑑識騨計て実

坐

× × ×

然し実際問題として考える場合，現在各地に実際に増

殖されている最種は一応総合的に見て使える素質のもの

であって，これにプラスの有用の特性を以ってすれば，

もし間違っても現在より不利を来すことは先ずないと考

えてよい. ．(片山佐叉氏：当局発行精英樹のえらび方）

そうとすると林木素質の向上を目的としてえらぶ増殖用

糖英樹として之を利用しても実用上差支えないこととな

る。それで，観念的には両者を判然と区別さるべきにか

かわらず，実際的の問題としては，便宜上両者を合体し

て一つの計画の下に選抜して行くことが田来る。しから

ぱ具体的に如何なる謹陰によって選族するかを考えるに

（1）何等かの点においてすぐれた纈生を有すること

例えば,戊長がよい,形質がよい,耐寒性である

辮也に適するとか何れか一つの点において，すぐﾞ

れていること。

（2）その他の点では，腱捌の欠点がないこと例えば

戊畏はよいが病気にかかりやすいとか，耐割生で

あるが成長がおそいとかの欠点がないこと。

この2条件によって鐵老されるものと思う。

次に優れている程度の問題でおるが，育種上の新品種

の原木としては,…であることが,十分推定出来
る程度でなければならない。それで安全を期するために

は高麗の変り方が必要である。例えばメアサ杉の中に精

鶏劉をとるとすると，これが「メアサ」にとどまってい

るならば精麹封とはならない。これに対し増殖用の酬鋤

としてはよりよい程度で差支えない。それで両者を一緒

にするとすれば概念的にはその中間の条件でよいことと

なる。大目の網を用うるか，小目の網を用うるか，これ

は実行態勢の如何によるもので実行の責狂者である林野

庁の判定にまつの外はないであろう。

年

一
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日下部：スエーデンにおける林木育種とわが国における精英樹の選定に関する諸問題

る。

更らにスエーデンと異なりわが国の大部分は緯度低く

雨量多く気候に恵まれて量の生産には好条件にある。こ

れらの点を考えるとスエーデンにおける育種目標と自か

ら異なるべきは当然であって，質より量へと重点をおく

べきである。特に杉や桧，松の如きを育種対象とする場

合，材賀がやや劣るといってもユーカリの如きものと比

較すればこれらに勝ること数倍であろう。

③選抜の重点は質より量に

Lindquist氏は林木育種の重点を量より質におくべき

だとなし「退去500年の間，量の問題丈を考えて質の問0

題は軽視されて来たが，世界の木材市場の将来は外国と

の競争を考慮されねばならない。しかるに暖熱帯の諸外

国で成長力の大なる木材を多鐘生産4する様になれば，北

欧賭国では到底量の競争には対抗出来ない。現在スエー

デンでは紙，パルプの輸出をしているが，何れは各国で

自給する猿になろう。そして良痩の針漢調や高級材の不

足することも容易に想像されるから，量の問題ど共に質

の問題を考慮しなければならぬ」と。結局成長が速くて

良質の木を得ることがスエーデンの育種目標であると結

論している。

わが国においても果して同じことが云えるか，先ず

Lindquist氏がいう様に世界の木材は量的に見て将来生

蘆固剰のおそれがあるであろうか，先ず第一にそれが問

題である。多くの識者は世界の木材飢鐘の到来を心配し

ている。殊にわが国の傭勢は到底国内の自給の目算が立

たないばかりか，過伐による山林の荒廃が問題となって

いる。そこで質は第二義として量の獲得が先決であると

思う。木材の利用法の巡渉を考うると筒更らのことであ

⑤むすび

要するに林木の育種は必要に迫られた時に始めても既

におそいのであって〃時代の要求の急なるあまりに時流

に迎合する様な即効策を立てるのは，却って逆効果を来

たすものである｡幸いに気運は向いそ来ている。この際
根本の大道を外れることなく時宜の策が識ぜられなけれ

ばならない。しかも外国の模倣をやめて，国の実状に副

うものが計画される議念じてこの拙論の筆をおくことと

する。（1054-4月2日）

《
）

正誤 本誌第146号18頁の拙諭に盃形acceptable

type)とあるは誤訳で普逼の形の意味に解す

べきだと思いますから訂正します。

(23頁につづく） （32頁につづく）

○岩崎弥太郎木曾官林（当時百万町歩と称せらる）を15

万円にて払下げ方を企つ。

○北海道開拓使時の立木払下価絡。

用材百石に付250銭乃至500践

薪材1数に付2.5銭乃至4．0嬢

炭材1敷に付1．5銭乃至2.5践

其後明治13年用材百石に付3円乃至5円，薪炭材1

敷3銭と改正。

○北海道に噸彦測量を実施。

開拓隣は米人「ワンソン」に命じ，三角法を以て測遼

を実施したが，同9年中止となった。

○此の頃の住友家の造林。

嘉永3年初めて造林せる記録はあるも，此の園ま明ら

かな植付本数等の記録はない。

○秋葉大助大阪に人力車販売店を設く。

人力車台数3万4千台に達し，叉2人乗り車が出現し

需要多きため製造間に合わず抽識にて需婁に応じた。

○土倉庄三郎の吉勤II淡泄計画。

吉野郡樋口より北上郷に通ずる街道を開き，叉吉卿ll

を淡泄して，流筏の便を計らんと計画を具体化し，青

山20分之ユの制を設けj郷内より醸出して16年竣

成した｡，

○其他（日林協発足以降）

｜ 書 名 ｜発行年月
、

著編‘･者

昭23． 7

〃 11

昭24． 3

,昭25． 1
(刊行代行）

〃 7

長森蕊萎園土緑化促進座談会達記録
農林省山林局丸太材穣表

安本資源委員会奥地森林資源

蕊偽鳥具私たちの森林

林野庁畷麓鯖騨衝普及員
〃 蕊篭鐵譲評導員

資源調査会日本の森林資源問題

林野庁第一次国有林統計書

息驚繍萎驫蕊瀞覧(創立30陶年
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名もない調査もつまりは山村長の社会的，経済的福祉増

進に還元されてゆくのである。「山村経済機構に関する

研究」といういかめしいテ言マを頂いても，この道に入

って日浅きゆえに確然たる意味をつかんでぱいないので

あるが，終局の目標は先述の「山村民の社会的,経済的

福祉増進」にあると思うのである。この目標は決して万

人の前に恥ずるもので健ない。調査が困難なの朧調査の

目鐵調査対象に十分理解し認識されていないからだと
思う。あまりにもその間にへだたりがあり，二者の間に

あっては，問題解明にのりだす努力のかわりに,､お互い

に他を信用しない疑惑が混入しているからであると思わ

れる。

あれを思い,､これを考えながら歩いていたが，どうし

てもその暗い重さからは解放されそうにもなかった。だ

がしかしだれかこのことをしなければいけないのだ，そ

うでなければ山村民の生活の向上だって，山村社会の改

善だって決して出来ないし，そしてそれが森林造成の問

題解決にも波及してくることば必定なのである。何か悲

壮感にとりつかれたが，なんとか山村調査がもつと打ち

とけて出来るようにならないかと経験的に具体的に考え

て雄た。

招
か
れ
ざ
る
客

山
村
調
査
に
つ
い
て

小
★

（
二
九
・
六
・
三
受
理
）

林
裕

Ｊ
１

ｈ

ｉ

ｐ

０

Ｊ

Ⅱ

‐

Ｉ

ｄ

ｊ

ｌ

■

■

ｐ

３

ｌ

■

４

１ I

1

×月のはじめ，昨年よりの調査が大部分停滞伏態にな

っていた埼玉県H村にでかけた。最後の日の午後村の大

山持の一人にいろいろ森林組合や村の発展過程について

お伺いした｡話はむしろ主題から離れて,実測画讃にして

およそ100町歩もある大山林を税金をとられないように

して，いかに経営していくか，あるいはその山村に最も

適した力鋒方法はいかなるものであるかなどに移ってい

った。その日は朝から大雪で電車は夕刻になっても動か

なかった。パスが代りにでるというの喧あわただしく辞

した。停留所までいく途中,.同行の窄脹とつくづく私達

の調査というものが社会ことに山村の人造に理解されて

おらず，相手にとっては畷かれざる客」の来訪を表向

きは別として，内心は煙たがっているというのがいつわ

らざる存在と思われると話しあった。暮色荷然，私達は

重い足を引きずりながら，降雪のためにまだぐずついて

いる道をトボトボと歩んだ。育林とか加鐸とかいう按術

の指導や調査であれば，もつと山村のふんなから喜ばれ

関心をもたれるのであろうが，家計がどうなっていると

か何人が料業労働に何人が農業労働に従熱しているとか

という山村における注会，経済の調査となると何か不安

曜おののきながら，いかに本当のことをいうことから逃
れようとしているかが禦綱されるのである。しかしこの

村などは山村調査には非常に皆が-応なりに協力してく

れている方だと思う。とにかく，そんな承ぷずのたわご

とのような，そして何に使われるのか分らないことに時

間を費すのはこの多忙なときにひまがないというのが恐

らくIま私達の調査に対する村人の考え方であろう。人か

らチヤホヤされないから今さわいでいる汚職事件だとか

何とかには関係をもちたくてももてないから誠に有難い

話であるが,思ﾀに人にきらわれるｲ頚であり，何のめ
ぐり合わせかと思う。長い広い眼でゑたなら，こういう

、

a

2

一体山村の社会的，経済的の調査方法に関しては従来

とかく等閑にふされていた。むしろ林業という産業に関

してはこの問題を頭から考えていなかつだのではないか

とさへ思う。 鵜「山村調査」はあるいは「林業調査」と

しても同じことであろう。また「実態」どいう言葉をそ

れぞれ挿入しても同じ意味として考えても差支えないで

あろう。そして既に述べたところからくゑとられるよう

に「山村調査」は自然科学的方法にたった調査ではなく

て，人文あるいは社会科学的方法の調査である。人間対

人間以外ではなくて，人間対人間の調査である。

山村調査と農村調査は同じようなものだと一般に思わ

れるのであるが，事実山村の概念も農村の概念も単に常

識程度で明確には規定されておらず未分化の状態にある

が，しかもそれにもかかわらず農村に比し多くの山村独

自の特質をもつものである。それが山村調査に問題を限

定してゑてもたとえば山林台帳面積と実測面積とは比較

にならぬ程のひらきがある。H村の例をとると，台帳に

よる山林原野の面積は768町歩であるのに，実測による

それは1,683町歩で219％の差である。しかもこの森林

組合による実測というのが航空写真測量力?ら山称の実測
面稜を求め台帳面積との比率をだして，その比率を各林

班ごと，ある．いは各筆ごとの台帳面積に一率に乗じたも

あ

’

一

鵜塩谷勉「ﾎ鐸調査の方法と動向」日本林学会

（昭和27年6月号）

誌

筆者・農林省林業試験場林業経済研究室
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小林：招かれざる客一山村調査について

のであるから，台帳両寮そのもの溌山林の入口と奥地と

では細誕がちがうので,実測細菌機は正確であるにして

も， 山林所有者各人のそれは必ずしもx臼潅を期しえな

い。一村におけるこのような山林全体の台帳面積に対す

る実測厄賦のひらきは全国各地に歌られるのであるが，

手元に資料がないので省聯るが今-つ個人の山林所有
者の例をあげるならば，山形県Y村では鋳「たとえば台

侭面積'5町余の山林所有者が『いやとんでもない。あ

の家は80町歩以上はもってい輩すよ』といわれ為にい

たっては，いささか面くらわざるをえない」ところもあ

る。これは533％の差である。こういうように帳簿と実

際とが2～5倍も異なるということは農村調査に鈴いて

よくさわぎ立てる「かくし田」などでの田畑耕作面積の

ひらきとは全く類を異にし，山村調査における一つの特

質であろうと思われるのである。

これは山村調査の量的特劉牲であるが，質的＃鑑性.と

して一例を挙げるならば，彬鴬はことに国有林に比して

民有林に諸いては労働力の需要がきわめて過少であると
いうことである。農業においては所有規模一富農,中農，

小農,貧農や所有型態一自作,自小作,小自作,小作により

種を変形がみられるにしても，一応何がしかの土地にし

が承ついて，自家労働力または雇傭労働力をも含めて，

自給自足乃至ば商品経済を営むことができる。H村にお

いては林業疎び農業における投下労側壁は次の通りであ

る。これを単に労働力投下という点から見るならば,'農
鵠器

所有規模 ｜所有者数人|面 積耐
一

満
歩
歩
歩
歩
歩

未
町
町
町
町
町
・

歩
５
畑
釦
印
、
計

１

町
一
一
一
一
一

１
１
５
０
０
０

１
２
５

63

189

180

334

138

458

1,362

９
２
０
４
５
６
６

２
９
３
ク
ー
８

１

つ
一

りたつものはわずかに62人である。材鐸労働髪下にあ

っては先に掲げた表によれば家族労働に比し雇蕊労働が

圧倒的に多く822％を占めている。しかし農諜労馳受

下に比し権鴬は大いに雇傭の場を占めているとはいえ，

もちろんこれだけではここの村の労働力を少しも吸収し

えないのである｡．詳しい数値は今手元にないが，森ﾎ総且

合職員の話によると，搾鴬労働は定期的に働きの場がな

くて全く困る。雨だ，風だ，雪だといって休霞ねばなら

ない，それに他の仕事に比して非常に安い賃金である。

だから皆林業労働一下刈；植付,枝打，伐木，造材，集

材，運材一をすることをいやがり，材業労働に従事する

労溌渚は若い人達にはいなくて，50～60歳の老人の限ら

れた者だけでやっとしている，何とか手を打たねば有名

林諜鋤の鯲金は全く暗いと述懐していた。本村の鍔池は

自家菜園的なものであり，ほとんど現金収入をうる途は

えられない。だからいきおい潜在的失業者は制集に労働

力供総の場を求める。しかしf睦嘘材業はそ沁らの人盈

を吸収する隆諜ではなかった。次表は昭和27年末の役

型

匙ゾ

S
凸

《

－－－1家族労働β

淵崇投下労侭瞳| $,oos

■

Ⅱ

Ｈ

Ⅱ

Ⅱ

ｒ

■
雁傭労働人 計 人 場調による『農林業

経営調査表」で同年

における所得額の大

要を示すものであ

る。林業による所得

は第2位を占めて鏑

り，多いわけである
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業部門は70．4％の多量に比し材桑部門ほわずかに29.6

％である。この村は純山村であり，葡馳繭賦が猫の額ほ

どしかないので大きな農業露はほとんど承ることがで

きないので農業部門における雇傭労働は御礎のように少

ない。しかし戸轍500戸たらずのこの村にあっても92

％の人煮は先ほどのように何らかの形で畑を耕してい

る。ところが山林にあっては所有者数に比し傾斜した所

有鐡莫が示されており，零細所有者乃至皆無者は相当数

に上る。燕離合29年1月の調によると，次表の通りで

あり，この村では一応最低5町歩以上でないと林業だけ

で生活してゆけない。すると瓦澤鴬としての林鐸営の成

が，先に述べた如く，林業家すなわち山林所有者兼山林

経営者の所得であり，多くの村人の所得ではない。この

村において労働力供給は従って望みえないので多くの人

人が給与所得階層に転移してゆく。いわゆるサラリーマ

ンー教師，公務員y会社員など－それに賃金労働者一隣

村への鉱山人夫，機織女工など一が多く存在するのがそ

のことを示している。しかもこの中で最も顕著なことは

敗戦後とくに駐留軍関係の要員となって糊口をえている

もののあることである。彼らの数ほ給与所得者階層の中

に大きな量的質的存在を示す。下刈，植付，枝打で日給

平均300円，最も危険で且つ重労働を蘂する伐木，運
材，集材で350円である。これは棄京の真中で道路工事

諾秦玄竜「山元村の実態調査」青銅社（昭和27年）
群大内晃，久田喜二「山村農家の労働配分の実態と

其の問題点」林業経済（昭和27年12月号）

－J0－

〃
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小林：招かれざる客一山村調査について’

るという考え方が果して机上論的割切のそしりをうけな

いであろうか。すなわち同じ筆者ｶﾐすぐつづいて云われ

ているが，「もちろん調査者自身の社会現象に対する観

方立場というものは大体走っているのであるから，調査

方法の中に全然主観的なものが入らぬという訳にはいく

まい｡」 ということからしても，調査主体がそれぞれ倫
理的,政治的の価値判断を主観的にもっているのである
から，こういう事が山村調査のとらえ方における価値判

断であるかないかから考察し，論を振出しにもどしてか

ら進めなければならない。一つの山村の調査を行っても

さて何を重点にながめるかということは事前に検討され
ているが，「何を重点にながめるか」－すなわち翻査主

体の価値判断によりあるいは山林経営の面から，あるい

は山林労働者の立場から等盈一ほ既に主観的エレメント

ではないかと承.られる°問題意識のとらえ方はそうであ

っても，じ後の調査方法はもちろん主観を挿入せず，客

観的に没価値性をもって調査にあたるこ.とはいうまで端
ない。この点の論を展開すれば，あるいはMaxWeber

の価値判臘誹除＝没価値性あるいはそれに対立する所の

GustaVSchmollerなどの諦漣社会主義やKazIMarx

のプロレタリア的科学論のいわゆる価値判断に倫理的，

政治的価値判断をく象入れんとする二つの立場となる。

そしてこういうことが実は林業政策などを論ずる重要な

エレメントとなるわけであるが,それらは本題とは別の
問題であるから除かねばならぬとして，ともかく私達ば

問題点をきめる事自像に主観的な価値判断力轤久される
一もちろおことでいうのは何ｶ種図的に社会改革の考
えをおり込童せていることをいふさせてはいない一

が，その後の調査方法においては主観を挿入させずに

（具体的調査頚項の選択のときに起る諦而ではない）行

うのが調査の態度方法ではないかと思う｡＊本文では私

はかかる調査を真実調査と仮に名付けておこう。

4

それで，調査主体が現実の調萱対象に対して真実調査

をいかに具体的に譲蕊あらしめるかという細部について

の問題が生じてくる。一口に調査といっても種々なる形

のものがあろうが，ここでは主に函要調査について経験
に照して，2，3の留意してよいのではないかと思う点
を思いつくままに述ぺてみたい。だれしもがのべてこと

新しいものではないかも知れないし， また手元にある

2**，3の冊子にもより有効適切に記されており′ 蚕謹

をしている公共事業関係の労務者の400円にも及ばな

い。その上天候に支配されているので可働日数は不安定

きわまりない。いきおい交通の便利を利用して感情的に

きらいながらも，不安定とは知りつつも，溺れる者わら

をもつかむの替えの如く，目先の少しでもよい仕事を求
めて基地の駐留軍要員となっていくのである。

もし交通的にも閉鎖的であれば，いよいよチープ．レ

イバーを強いられる。商品化率の低位である本村の農業
は全くと言ってよい程所得の源泉体である仕事とはなり

えない。林業は生産物の商品化率またその経営の企業的
実態から，農業に比して黄本主蕊的であるとも人によっ

ていわれており，労働者の階層分化が顕著である。横道
に大分それてしまったが，こういうところもまた山村調

査と農村調査とでは異なって見つめねばならぬ点ではな
いかと思うのである。一 ’

一

一

3

個なQ問題には先に述べたようにあるいは農村調査と

異なったところもあろうが，しかしながら山村調査とこ

とさらに限定してみても山村社会を対象とする調査であ

るから一般の社会鯛査とそれ程異なるものではない。む

しろ調査というものの質的性格は同一であろう。だれで

もが述べてこと新しいものではなく，またきわめて形而

上的なことであるが,山村社会のありのままの姿を調査

主体が秩序をたてて，偏見にとらわれることなく科学酌

に述べることであろう。経済学はこれを分けて理論,歴
史,政策となしているが,山村社会の調査肱歴史の部門
に入る。歴史すなわち経済史は鵜「一定の時間的空間的

条件の下に生起したる経済的事象そのものの知識であ

る」としているが，山村社会の調査はかかるものの調査

であることには異論がないと思う。すなわち山村という

一つの場また一定の時における現実的，個別的な調査で
ある。

山村の調査主体の調査方法は雑「事象が『在る』とい

う形(Sein)で捕えられることによって達せらるべきも

のと考える。調査を為すことの最終目標は結局国民の

経済生活乃至社会的環境の安定向上への政策として，

(Sollen)の形で実現される事にあるであろう。しかし調

査自体の目的は純粋に客観的な姿として把握し，分析し

････初めからたとえば調査目的の中に社会改革の意図を

嫌込む如きことは許されない」という原則的なこと－存

在，規範が常に問題となるのは当然のことであおが'こ

こで単に村のあるがま霞の姿を方法論的に無色に調査す

虹

活

四匹

F

＊かかる点については，樋本的に論理的に追求しなけ
ればならぬ問題であるが，ここでは本文の性賀上ふ
れないことにする。

*詩塩谷勉前掲書，古閑博「面接調査の足跡を省承
ながら」農林統計調査（昭和29年3月号）

篝高田保馬確済学原理」日本評論新社（昭和28年）
宝ｵ塩谷勉前掲書 一
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小林：招かれざる客一山村調森につ･いて

の箇所もあろうと思われるがお赦し願いたい。

，先ず調査主体である調査渚というか調査員とい”私

達のように研究機関であれば研究員というものが，被調

査者に対してよくその目的を知らせることである。大ま

かに云って知的エレメントのひらきが調塞体と被調査
者との間にあり，そこに共通の人間でありながらお互い

に信頼しない凝惑の眼でみあうことになる｡｢溌休省××

の試騨湯から山林の実態調査に参ったのです｡．･･･｣とい

って藻たところで，山村民は決して信用はすまい。元来

｢調査される」ということ自体，すなわち同じ人間同志
が認識の主体と客体になるということは，客体となっ
た人間になってみれば決してよい気持のするものではな
い。これは合理性の都会に比して未請垂の農山村におけ

る場合に限らず，知的階層の多いたとえば東京にあって

も，私達がだれかに何かの調査をされるとなると，一抹

の不安と凝慧をなげかけるのである。そしてもしその調

査が「お宅の籔計は？」とか「蔵竜の経営方法は？」と

かといった細部にわたってのしかも人間生存の経済的フ

ァクターを，いかに科学の謹畏のためとはいいなが､ら，

それを瞬蔵なく調査者の前にのべうる人は余程科学を愛
好する人か進球する人にしかいないのであって，彼らは
'催とんど少数者に限られている。農林省であるといって

、

税審書員でない証明を自らたてて承ても，すなわちこの

調査は決して税金には関係しないことを口酸く述べたて

たとてほとんどの相手方は信用しない。そこに應鴬を張

って本当のことを知らせてはくれない。駈引されるので

ある。それで最初に先ず「この調査が今日，明日という

わけではないが，あなたの山林経営または家計を豊かに

させるために役立つものです｡｣という主旨のことを十分

に述べたいと思う。ことに役所にでもいると，自らは排

除しつつも知らず知らずの中に官僚的な態度を露出して

しまう。「農休省からきました｡早速ですが,山村の実
態調査をいたしますが…･」というような理窟張りにな

り勝ちである。もちろん私達としては先に少しふれたよ

うに，このような問題が広く7;…策につながるもので

あり，そしてこれ#まとりもなおさず全体の国民経漬政策

の中の一環としての林業政策であろう。ただ問題は大風

呂敷を広げて承たところで相手は毎日のことに追われて
いるのであり理解されにくいので，また実際に他の側面

から見るとそうであるから，「山村民の社会的，経済的

福祉増進に環元される」という事がいわれうるのであ
る。山村民にこの言葉をそのままいったのでは，話が通

個人の経済的利己心を多少なりとも刺戦させて，しかる

後に調査を開始する方が，有利にすなわちより正確に調
査を完遂できるのではないかと思われるのである。

次にこの利己心を単に形而上的に，相手に伝えるだけ
では何かわらをのみ掴霞せるおそれがあるので，呼び水

策として具体的に経済的利己心を更に誘発させる方がよ

り効果的である。私達の場合をのべてみると，山村個別

調査の折に調査表と共に粗品をもっていった。もちろん

これは同一地域を何回にもわたって行う場合には，その

都度全部にまでゆきわたらせることはいかに金額のわず

かな粗品とはいえ，調査費のきわめて少い，地道な調査
にあっては容易なことではない。それで真実調査が行わ

れにくい地域や時期に限ってみてもよいのではないかと

思う。もちろんこの場合そのような特定の場と時が，そ

れから除外された山村民に悪影響をおよぼすことのない

ように，よく注意しなければならない。×日×時にくる

からといいすてて，山村の人灸を天気のよい日に家に釘

付けさせておくことを調査者の特権の如くに考え，ある

いば初めから多忙な相手のことを忘れてしまって，すな

わち同一人間であり藤がら認識の主体性を追求するあま

り，認識の客体の存在をネグレクトしてしまってはなら

ないのである。彼らに云わせて直接に今すぐに何の便益

をももたらせないことに時間を空費することは矢張り，

それ相当の代価を支払ってしかるべきことであろう。と

いうことは，その空識した労働時間を私達がペイすべき

であるということである。実際にこういう簡単な品物が

いかに相手の私達に対する緊張した気持をときほぐすこ

とか。このことは実際に調査にたずさわった者嫁直ちに

理解されることであろう。もちろんこういうことが漫性

になり，それがあたかも当然である､というようになって

しまっては誘発剤たる価値を失う。そのかねあいは個別

的であるが，ともかく粗品の贈呈-経済的利己心の誘発

→真実調査可能という定規的解釈はなりたたないにして

も』真実調査を先ず意義あらしめるための，相手の気持
を和げ，調篝体と被調査者の間に親近感を僅少なりと

いえども発生せしめ，この親近感こそが調査心理の上か

ら，本当のことを相手に述べてもらう重大なファクター

になると思われる。

第3に調査を意義あらしめ為ために相手側の気持をと

・きほぐす方法について具体性をもたせて1，2述べて拳

たが，そのために今一つ加えねばならないことは調査主

体たる調査者の被調査者に対する態度である。態度など

という言葉をもち出すと科学以前の事柄として一蹴にふ
ら

されそうであるが，しかしとりわけ社会調査を導き出す

ための基蝉勺要件として，とも角調査においては重要な

ものである。私達調査者の態度いかんによりスム戸ズに

《
〉

L

一
』
』

ないので，先述のようにより具体的にのべるわけであ

，このことはなるほど疑いの目をもって象れば，さし

真裳調査達成のための効果は少いようにも繩つれる

，やはり戸毎に立ってこれを先ず-言のべ，山村民各

じ
り
て
が

Ｉ
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小林：招かれざる客一山村調査について

できる筈の調査が硬直したりゆがめられたりすることが

十二分にある。社会調査は2においてふれたように人間

対人間の間係にあることを忘れてはならない。基本的に

私達自身が頭から山村民の人間存在をどこか無視したよ

うな侮蔑したような態度を示すことを十分に警戒しなけ

ればならない。原則的態度はそういうわけであるが，次

にそれに基いて当然あらわれるところの表面的な態度に

ついて考えたい。先ず調査者の服装についてであるが，

私達だとて薄給の身にあえぐものであり，また山村とい

うような都会に比し僻地にゆくのにまさかゼントルマン

きどりでは行かないので，その様な飛躍した服装につい

ていっているのではない。由来農山村民は純朴であり単
純である・調査者を者吟的人間とすれば被調査者である

山村民は田舎的人間である。都会で普通の意味の服装で

も場所が異なった田舎へ都会の延長として無意識にそれ

をもっていくことは,相手方は調査者の無造作的所為を
赦してはく･れない｡ファースト･インプレッションが彼ら

にしてはあまりよくないのである。『人が忙しく働いて

いるのに，あいつらは立派なネクタイをしめて，鉛筆と

紙をもって俺達を訊問すりやいいんだ。し秘何も俺達
にとって役になぞ立たないのだから｡実際罰奈の人間と
いうものはいいもんだ｡」 というひが承をもたせる可能

性がある。そういう祇鐸の丙的不満ば決してじ後の識査
に好結果をもたらせないことは分り切ったことである。

役場とか森林組合,農業協同組合などの町村における給

料生活者の多くいる場所への調査ならぽ，それ程かかる

問題を気に留める必要はないであろうが，個別調査にお

いては留意しなければならない点である。つまり彼等の

私達に対する印象を刺戟させない程度に調査にでかける

時は服装について注意することが必要であろうと思うの

である。次に服装よりも重要な私達の表面的な具体的態

度に言葉手､いがあろう。面接調査においての調査者と
被調査者の出合いは言葉である。言葉のやりとりが調査

の雰囲気を緩和させるか硬直させるか，そしてそれが真
実調査の成果を意義あらしめるか否かにかかってくる。

元来人間が人間に調べられることは何によらず気持のよ

くないのに,言葉づかいがそｽノざいになったりまたは理
論嵩を捧読;鳥にするような言葉のニュアンスもないよう

なのは，決してその調査がうまくゆくことを嬬正しない

であろう。たとえば役所からの識査に来るというおふれ

を出しておくこと自体，何か先入観的に悪い印象を与え

ていると私は思うのであるが，そこへもってきて，言葉

づかいが官僚的のオイコラ式であるとそれ承たことかと

益々印象を悪くするであろう。談自体が多少ぞんざい
▽

だ田舎的だというのではなく，むしろたとえ口先の言葉

だけ力郵重であるにせよ，単に棲械的な，ニュアンスの

ない，またほ調査者の象が分っても相手には分りにくい

ような理窟を棒読みにしたようなあるいはまた全くのお

役所式な高圧的オイコラ式言辞等々は調査に不利である

というのである。調査に熱心のあまり，自分達の一方的

立場にのみ重点をおき相手の存在を無視する愛のない態

度をとることがつまり言葉づかいにでてくると思うので

ある。「あいつは生意気だ。チエッ！馬鹿にするな！」

と調査される山村民が気持の底にもたれることは既に調

査がよくいく‘かそうでないか'しな､薊に決ったfうな
ものである。あまりにも以上の2点朧小事といえばそう

いうようにもとれるが，しかし具体的にこういうことこ

そ調査をスムーズに行わしめる先決問題であるもと思うの
であえて述べるものである。

′

第4に今までにのべた被調査者の気持を和らげさせる

という直接的な心理の面ではなくて，調査方法自体につ

いて1，2考察してぷると,調査費用の点にも関連してく

るのであるが，集団調査か個別調査かという点である。

もちろんこの両者は互に利害得失があり一概には論ぜら
れないであろうが，思うにあらかじめいついつ調査をす

ると通知しておく事前通知主義でないことを前提にして

集団的な調査すなわち部落ごとなどに一定の場所に索っ

てもらって調査するやり方よりか，労をいとわずに調査

者が戸ごとに事項を調査するやり方すなわち個別的な調

査の方がよい。事前通知主義は自分達の対策をねり，調

査者にとって本当の事項をキャッチできなくなる可能性

があるので香しいやり方ではないと思う。真実からかけ

離れた数字を故意に作り上げて，それをもっともらしく

調査者に知らせる余裕を与える。集団調査もたとえ直ち

に行う．ことにしても，多少事前通知的時間を要すること

であろうし，また一定の場所に会することにより調査に

関して話合いもするであろうし，適当にふつかけまたは

割引した数値堂あ鋸出す基礎を与えることになる。個人
的防衛から確かに集団調査でなく，個別調査においても

真実の事柄を駈引して述べるであろうが，しかし集団な

どの調査より総体としてのゆが象は少ないと思われる。

個人を々のゆがみは多くを調査するこ#二により，ある程

度相殺されノーマルに近づくであろう。社会を対象とす

る調査は，そのものからえられる数値が，それが直ちに

マイクロ的に客観的に正確であるというものではない。

現段階においてばむしろ傾向を示す数値としてしかうけ

とられない。社会科学というものは自然科学に比し，か

かる点においても異なった一つの性格を有している。そ

してまたあまり神経質にならずともそういう傾向で，大

体の村の性絡なり社会経済のうごきを察知できうるので

あるならぽ，先のように強いて集団謂査であるとか個別

調査であるとかと述べたてる必要もないようなものであ

｡

へ

4

。

一

－13－
＝



1

､

小林：招かれざる客一一山村調査について ‐ 旦

入することにより，矢張り農山村民の心理に刺戟を与え

協力してもらえるような人が1人でも出来てくるであろ

う。挿入しないよりは調査を好結果に導く可能性が多い

と思うのである。

るが，調査をより真実に近づかしめんとする努力は，人

I間の果てしない発展進歩のためには,当然なしてよいの
であり，そういう点から一考をしたわけである。

第5に一つの調査結果に対して2～3方向からの交点

をもってで態ければ，その正当な結果と判断しては雄ら

ないことである。これは先に掲げた2，3の論説の中に
も述べられており，ここで喋々するまでもないが，被調

査者の駈引，かくしだてや記憶ちがいはいうに及ばない

が，調査者自身の錯覚などもあり，直ちに1人の言を信

用するこどなく， その利害関係もあることであろうか

ら，もし利害相対立する人が分ればその人に，その人が

分らなくとも他の人とに聞いたり，または他の盗料があ

ればそれを勘案して調査事項を正しく作成すべきであろ

う。これはたとえば村全体の面積，人口等について，全

くだれしも分り切ったことでも時を役場での調査と森林

組合童たは学校での調査と異なったりする。まして個人

別の山林種渡など，2の例の通りはなはだしく異なる場

合がある。それが微量な数値であるならば，山村民の自

己防衛的な因子が介入されていることは一般的に理解さ
れているので，調査者はある程度これに対処しうるが，

4倍も5倍もひらきすぎると，傾向的な数字を把握する

ことすら困難になる。ましてこういった数値ではなく，

村の社会的，経濱的現象の内部原因をつきとめるような

場合小さな村とはいえ否小さければ小さい程はげしく

利害関係の対立があるので，関係当事者は自分の都合の

よいようにのみ述べたてあうであろう。地主は地主，上

部機構は上部機構という風に。そしてこれらのことは必

ず事実の客観性を失わしめるものである。従って，能ラ

る限り2～3方向からのチェックが必要なわけである。

最後にこれはカードとか印刷物調査の折であるが，用

紙には調査目的と共に必ず「正直に記入して下さい｡」

という1項を挿入すべきであると思う。もちろんこれを

記入したからとて被調査者が皆そのように素直には受取

ってくれるとば思わないし，むしろ謀叛を起して，かえ

ってデタラメに記入する人もいよう。だがそのように挿

5

山村調査と農村調査は種を相異なる特徴をもっている

が，一般社会調査の中におけるそれであり，調査自体存
一

超規範の問題があり，古くから西欧で論争せられてい

るが，ここでのべるのはそういう難しいことは一応除外

しても厳密にいって，調査者の最初の問題のとらえ方に

は万人が万人主観を混入せざるをえない。もちろんそれ
はその後の調査過程にまたは問題のとらえ方自体あえて

意図的なものではない。

そして真実調査というものは，社会調査に関する限り

相対的，傾向的な擬態をみるものである。ここではその

真実調査をいかに意義あらしめるかについて経験的に次

の6項を挙げて，具体的方法をのべたわけである。

（1）調査"目的は生活の向上にあることを先ず知らし

める。

②・緩済的利己心を刺織させて，調査を．スムーズにさ

せる。

．(3)調査員の態度を十分に注意する。

（4）個別調査の方が集団調査より襲いのではないか。

（5）調査事項の2～3方向よりのチェック。

（6）用紙調査の折の注意書き。

これら捻別に系統だててのべたわけでないから論旨は

大4混入しているが，要するに現在の農山村調査にあっ

ては，まだ彼らの社会的，経済的，政治的意識が低く､，

あるいはこれらに対する知識がほとんど無きに等じいか

ら，調査者に対して無理解きわまりない。しかし私達は

これにめげず，「招かれざる客」と意気鎗沈しないで山

村民の生活の向上ひいては社会の発展のために，とりた

てて悲壮感に陥入る必要はない力;，自らを励して山樹識

査にあたらねばならない。

鼻
一

P

一
）

（7頁につづく） ら見てﾌ群Uであるかもしれないが，品種改良によって人

い。ただアテについては非常に神経質で，ネバい木と称 エ造林をする価値のあるものに誘導することはのぞまし

して注意している。これは乾燥鍵蕗形または割れる事や いことといえよう。改良の目標としては，まず材に欠点

その部分が弱点となる事を恐れるためで，正常な均一な のないものを作ることが第一であって，その次に成長，

材を最も価値のあるものとしている。 面穣当り総成長を考えるべきだろう。この点でどれくら

以上を綜合して考えると，次のように言ってよいと恩 いの成果を期待できるかについては，今後の検討にまた
われる。カシ材は，とにかく独自の性質を持った有用木 ねばならない。

材であって，将来とも生産が保続されることがのそまし × ×
い。現在のまま造林をつずけることは，これまで実績か × ×

－14－
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に想を語り合ふ機関として雑誌「こだま」は銭に弧食の

声を上げたのである｡字意は若き林業者は木の精である。
若き林業者の気醜は打てば響くと云ふのを偶したのであ

る。斯くして天地の気は擬て会と雑誌とを生じた。繰返

して云ふが，人間がどんなにもがいたとて自然の法則を

造ったり変へたりすることは出来ぬ。

8．会 誌

本会の機関雑誌は本会創立以来その名称を「こだま」

「興林こだま」齢掛離鯏『」と変更はしたが終始一貫し

て発行を継続し今日に至り昭和26年末に於て通巻118

号に及ぶ。尤も第二次大戦の末期に於て，我国情勢が物

心共に戦争遂行に集中され,極度の窮乏に追い込まｵした
ため昭和18年9月以降約3ヶ年に亘って中絶の止むな

きに至ったことはあったが，戦後,再刊して爾来順調な

歩承を辿り今日我国林業技術の代表的月刊雑誌とじても

その貫録を具備するも、であることは欣快に耐えない。

「こだま」は大正11年7月にその第1号が初刊され

爾後昭和ユ3年10月までは毎年1回乃至3回の不定期

発行であったが，昭和13年11月第25号より「興林

こだま」と改題，月刊とし同14年1月4日には第三種

郵便物の許可を得，昭和18年9月第58号を以て休刊

昭和21年8月第84号から復刊し，大むね隔月発行，

鷲鼻駕鰯駕襟辮鯨蹴喜
よりは再び月刊に復し今日に至って居る。

「こだま」発刊の辞（大正11年7月）

自然の法則は人之を解くことは出来るが造ること&ま出

来ぬ。天地物を生ずるの気凝て万物となる。此の勢を如

何に人間がもがいたとjて止めることなど思ひもよらぬ。

彼の心無くしてllllllを出づる一片の白雲もよく考へて見

ると其の附近の気流状態が其所に雲無くして安定を得ら

れないから現出したのである。

雲に意志あって湧然たるのでは無くして雲が出たのを

見て気が付いて調べて見ると，出るのが当然であったの
である。

吾をが集って興林会を組織した理由は別紙の趣意書と

規則書を御覧になれば解ることと思ふ。気流状態は雲な

しには一刻も安定たることを得なかったのである。

扱此白雲の将来や如何に，眩きばかりの天しつ日影漣遇

って四方に散乱してまふか騒脅たる入道雲となって天下

を聰睨するか叉は大山岳と衝突して黒風，白雨，雷電を

誘て天地鳴動の因をなすか，それはその雲を構成する水

滴一粒准々の覚濤-つである｡此の一粒奄盈の水滴が互

ゴ

今

以下初号より会誌に登載された主要記事の一臨表を掲

記するが，その前に本会誌の編集費任者名を示せば次の

通りである？

第1号(大11． 7)～第3号（大12． 7）片山茂樹氏

第4号(大13． 9)～第7号鵬3．10）杉浦庸一氏

第8焉(昭4．10)～第11号（昭7． 2)太田得二氏

第12号(昭8．2） 太田勇治郎氏

第13号(昭8．10） 吉田文一郎氏

第]4号(昭10． 3)～第17号（昭n. 12)杉浦庸一氏

第18号(昭11.12)～第54号（昭16． 4）太田勇治郎氏

第55号(昭16． 51~第83号（昭18． 9)近蕊助氏

第84号(昭21． 8)～第91号（昭23． 1）富田重明氏

第92号(昭23．’3）以降 松原 茂氏

？

’一

会誌主要記事 （第1号～第118号）

執筆者｜ 題 名 ｜壜数|発行彌
ョ■■

佐野生会報の発刊を祝して(こだま）1
片山茂樹技術者の現状 1
杉浦庸-ThecldorderchangeS "

辻行雄釘薬樹の桟葉油に就て ユー2
北島君三造林地病害の防除に就て ユ．

河田 窓難僻rage)の意義及 〃
鈴木秀雄藩需鼠た場合どうす 〃
片山茂樹大手町通の行道樹 〃

桑田 治箱根細工に就て 〃

工藤生闘寸植林所を訪ふ 〃

早尾丑麿塁灘饗選鑿組翻敏 2
麗 事蛎鮮ける料築鐘術 〃
憾静舗驚議蕊蕊徽官 〃

犬11. 7

、

L

大迅．12

Ｉ

1
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号雄行年月

一

題 名’執筆者｜ 題 名 ’号率行年月 執筆者
一

太田勇治郎祖国の森を顧みて 9～、昭5．皿
収謎認豊里法としての雁轌 9早尾丑暦 法

柳下鋼造羅志･繍謬識〃
玉手三棄寿森林気象の最近 〃

大国三郎苦竹の開花に就て 〃
自動車燃料としての木炭 〃

辻行雄 瓦斯

鍵のｽk素ｲｵﾝ濃度に 〃重瀧武夫

五島甚之助風景計画説 〃

XYZ(皐尾)澗採窪 10~MII"･ '田村剛森林家の象牙の塔

片山茂樹蕊豊練業教育と卒業後 ，0
井手正宗鞠2蕊震養作用に就 〃

“－至驍;塞雲子の関係に 〃
原 耕太南国の宝庫屋久島 〃

五島甚之助法師温泉附近 〃

恒田嘉英炉辺談話 〃

太田勇治郎吾等の壗邑 111昭7． 2

毒園経吉艤従業箸の共助施設に 〃
河田 窓造林講話断片録 〃

玉手三棄寿林内の気象腫就て 〃

田中波慈女學藤雛るｽギ･上′ 〃
小田創辰太郎撫霧熱欝篭塵 〃
編.輯室翌査委員会の決定事項報 〃8コ

太田勇治郎嘩経営の進化と専問教 12,IB8. 2
佐煮木利吉郎航空機の利用 〃

市原弥太郎木材からの近代文明 〃、

太田勇治郎謝戯未墾地の開拓 13昭8．10
｡

山内倭丈夫聴蕊瘻陸の基礎造林学 〃
小寺農夫街路樹の偏僑生長に就て 〃

村井三郎房肇喜｢ﾓｽﾌﾛﾗ」 〃
蕊譲鰭篭篭て 狸紹m3理 事

太田蕊治郎十四ヶ年を過して 〃

寺崎漣伐期の定め方
北島君三若竹の病害に就て

河田． 燕森林偶感 。
玉手三乗寿勘察加州森林瞥見

村山醸造:M鰯溌nittからの

早尾避麿藤蕊に於ける木材の生
矢野宗幹害虫ば森林の居住者

瀞誹議雛‘深津隆一郎

泉岩太・米国に於ける木材親絡に3就て

佐治洋之助森林国ユー1､ビヤ

片山生林区署制度に就ての所感一片

北島君三赤松造林上の御参考迄に

辻行雄鰐工業用材としての木
I 生溌騒夢訓樺方法
石野生：謀ｽﾀﾘｰ'‘ｱｯブ
早昆丑麿行政整理の跡を顧みて

片山茂樹学閥打破

三木謙吉東京市の街路並木に就て

梅田生伝説の山

河田 窓森林生態学大意

北島君三蕊間題となれる森赫の

雛|讓箪耀夢
〃 ｜緩羅響林会代壼と

S・T生技術者の自覚 ・

制限機（カーレント ・ リ

白 山髄澁纈熊諦
世の中

河田 窓海外旅行と国風古歌

編瞬室待遇調査表

122伏皿、
I

〃

〃

〃
り

〃

7２
ウ

ー大３
〃
４
４

－
一

《
〕3

4大13

〃

〃

9

〃

〃

犬14－ 11｛
⑨
″
″
″
（
り
″
″
″
７
．
〃

、

i昭 2．11 4

'昭 3．10
一
｝

〃

〃

″
″

罐-蕊|蝶雛灘鷆‘
矢野宗幹昆虫の瘻所分割 〃

美緑石線ｸ翼-の実験成績に 〃
片山茂樹ドイツの森林技術者 〃

麻生誠喬林の輪伐堀に就て 〃

鶚霊|灘;驚蕊“ ”9

昭 4．10

’
9

独逸国森林管理制度の革
新

水源酒養試験に就て

土壌学研究の一傾向

林政運動の回顧

興林会回想記

’

早尾丑麿

平田徳太郎

大政正隆

早尾丑麿

佐瀧弥太郎

〃

〃
″

15昭10． 8
"(瀧譽）昭 5．11

－16－
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201昭'2.'0

執筆者｜ 題 名一卜
森三郎野及極東産木材の強度
白沢保美非常時局に際して

太田蕊治郎本邦林業の現段階

片山茂樹％鯉窪懸艤繍
度に就て

宮崎榊蕊議塑瀧欝を
国分快藻譲遙蹄ﾏﾂ造林
蓑鬮 茂藻譲談緬鐵剴ホ
小寺農夫趣味

白沢保美興林会の使命 21・

太田勇治郎時局の教訓

原砿三灘闇瀞て(今後の．
平田徳太郎思ふこと一つ

支那事変を中心とせる世
直海善三 界の動き

上村義夫東亜鉄道枕木の将来
な叢まつやに採取から金

中馬 隆 になるまで

墓響臺木材の合理胤捌用方策
林業経済林業経済研究関係文献目
研究会録

三井鼎三物価抑制策と林産物の価格公定

;鵠験蕩兎害駆除 （"こだ鑿）
藤島信太郎台湾林唾篤淡 25,26

三井鼎三

;灘験蕩
藤島信太郎

、

名 ｜号数犀行年月執筆者｜ 題
片山茂樹興林会創立頃の思ひ出

中村賢一郎想ひ出づるまL

田中勝吉興林会創立当時の思出

藤島信太郎蕊耀局長に覚書を提
MGK興林会の足跡を顧承て

関重雄零氷会四国支部創設に就
河田 悉古ぎ思出から現在迄

佐多一至令員の輩固なる団結を希

麻生誠葵難凄み併せて一方
玉手三棄寿感想

片山茂樹興林会の進む道

寺園経吉難驍従業員の共助施
原耕太興林会今後の進路

太田勇治郎興林会の使命

＃需幣轤興林会回想座談会
編輯室態轌圭より見たろ興
太田勇治郎満洲国の森林及林業概観

ボド通敬満洲農業移民に就て

片山茂樹蕪慧灘譲る山林
杉浦庸一欧米学者気質 1
理 事東北振興策建議書

長谷川如是閑寶休と道徳的及芸術的感
泉岩太合板と膠着剤に就て

村井三劇‘識腸蕊薙三暖地
林毅陸伊エ紛争と国際聯盟
白沢保美興林会の本旨

太田勇治郎鋒鑑社会機構と土地
内田清之助森林と鳥獣

中島鹿吉土佐南学に就て

三井鼎三木材相場と一般景気

早尾丑麿現下の林業政策問題

三根毅蕊学より観たる楼茸の
栗田 勲植生調査概要

編輯室水害防止協議会決議要領

太田勇治郎林業界に於けZ『矛盾

秦彦三郎ソウイエト聯邦に就て
森 徹建築と木材

謡霞鰻蕊鱒皆変三井鼎三

佐藤敬二 常温接木蝋に就て
小野陽太郎

只
〕
●

■０１

昭
１
１

蛎
″
″
〃
〃
〃
〃
″
〃
〃
″
〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

22昭13
〃

今 5

〃 ↑

〃

231昭13
〃

″
″
〃
〃
″
〃
鵡
濾

一

ｌ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
０
Ⅱ
０
１
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
０
１

9

､

4
〃

5

::|麓
,28

０
１

１
１

松前重義

井岡倫一郎

小野達道

山内倭丈夫

川名八蔵

高橋基生

▲
守

'6|鵬､ ‘〃

〃

〃

17昭11．12

〃

最近における通信科学の25～27
鍵

愛国陸稲耕作法要領 25～27

坑木の需給に就て 26昭13．1

北毒H1に於ける林政の蝿7~31 （27号）

要 昭14．

大地測量の樋既 27～29

唐極及び赤松の環覚的特28～29
異性 、

29～33

欧米ﾎ窪管見 35～46
48～50

1鵬1．マツ諏直に依るスギ進淋 30
法

檸の根掘』伐倒に就て 31昭]4.

代用燃料車を語る 32昭14．

木材の強弱と代用材に就 33昭避．
て

高山植物の定義 〃

２
１

＝■

"｜

"|鶇皿“〃

18

2

近藤助 3

４
５
６
７

麻生誠

安武弘

平島重朝

森三郎

高橋基生

富樫兼次郎

平田徳太郎

外山三郎

〃

〃

〃 寛
一

191昭12． 4
竃

Ⅱ
ｌ
Ⅱ
１
１
■
■
■
■
■
■
１
口

口
“
・
■
日
日
■
９
１
１

″
″
″ 日本海北部沿岸地方に“大号）

輝
於ける砂防造林 34
水源 35
森林樹木の品種改良問題35～36

８
９

〃

－－17－
一
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日林協創立三十年史（6）

執筆者｜ 題
一 名 ｜号数|発行年月 執筆者｜ 題 名 ｜号封発行年月

鷺鮮韮讓
矢部立志郎若き称業者に寄す

土地的因子より観たる吉

安武弘露箪労務者の営養數善 56昭'‘6
芝本武夫土壌.植生及び気候患60

岩嫡宣人(訳）造林と森林気象 C増大号）57昭16． 7

佐多一菫督鰯磯繍蕊58順1a8
就て

上野己熊鷆風に就て 59昭16． 9
松井清郷旨癖指導試験報告 〃

中山博一蕊護鍛艤とｺﾝバ ‘0昭'‘'0
60～61

杉浦庸一南洋群島事情 64～65

加曾利義雄吹上浜癖砂防事蹟 61昭16．11
難波博蒙彊瞥見記 61～62

識慧蕊|生掻膿の蝿重測定 6エ
俄蕊溝三,漆の話 62昭16．12
白沢保美|密会一年の止承を回顧 63昭'7. 1
野村嘉成瓦斯用木炭の話 〃

林弥栄鳥海,蔵王両火山の植生63～64

松井清生松脂の粘度測定 63

倉田益二郎懸鶏墜蕊欝鳴“昭'7 2
天野一郎譲識子亭に関する鑪繩

71，73

繕方 舅北支を旅行して 65昭”・ 3

麻生誠系蕊jﾂ癩瀞(主林 66昭ﾕ7 4
望月 苓謡篭於ける英国殖民"~69
保田克己薦印農林業視察記 67昭17． 5
倉田益二郎三種の樹芸的研究 〃

嘉規富太郎繍鬮雛しての南洋材 68昭17 ‘
小口義勝森林組合の使命 69昭”・ 7

松井清篭驍驚懲を蕊〃
係に関する研究

中村賢太郎戦時下の造林問題 70昭17． 8
大西光之助季材統制と皇道精神に就 〃
南船子南方へ志す人糞へ ． 〃

森三郎大東亜建設と南洋住民 ．71昭17． 9

藤島信太貫K議赫卿諜計画化事業の ？21畷'7ﾕ･
中山博一燕窒写真に依る森林調査 〃

戦時下の造林問題

木材統制と皇道精神に就
て

南方へ志す人糞へ

大東亜建設と南洋住民

議林施業計画化鞠業の
鱸写真に依る森林調査

L

麻生誠

清野要

・藤本利平

田中波慈女

太田勇治郎

山崎斉

三浦辰雄

山内倭丈夫

近野英吉

坂巻菊治

加納秀雄

鵜飼義信

篠田六郎

岩崎直人

辻行雄

安武 ′弘

芝本武夫

三浦辰雄

麻生誠

漆山珊電

編輯室

〃

間伐の一端 36

灘騨懸る丸太材 3，
本年の木材界 38

'
杉の樹形 ． 〃

戦時体制 ． 39
軍需用木材に就て 〃

木材対策の根本問題 〃

懸藺趨蓄裟蕊〃

361昭'4.
371昭'4.
381昭狸．
〃’

０
１
２

１
１
１

昭15 1

国有竹林の改良 401i昭15. 2

電柱仕様書の改正に就て 〃

黄"水に雛ゞ 鯉~鐵縦楊子江に就て

）
3 一

陸；
蒙彊事悩 〃

旧時の造林事業に就て 42
工業用木炭に就て 43
動傾'暁に就て 44

ラテライト及ラテライト44～45
型土壌に就て

難関踏繍葡縄‘5鴫'風7
アカマツ林の取扱 46昭15． 8
原始産業より観たる南洋 〃
事情

|木炭増産計画擁尋(木炭特”47昭15． 9
灘豊係奨励事業に関す 〃
畜炭配給統制に関する事 〃

蔦騨騨篇整並緬格に 〃
蕊規絡並緬絡腱関する 〃
木炭関係調査に関する事 〃
項

棗炭特，'会計繕関する事 〃
､木鐸務所に関する事項 〃

桐の埋幹薙苗 48昭15．10
仏印並蘭印の森林資源 〃

満洲連材事業の話 49昭15. 11
生御旨に関する調査 49～53

蒋錬土難と其の研究方法49～52

創刊五戸+号の辞 50昭15. 12
職能団の意味 〃 ′
植物ホルモン 51昭16．．1

細胞遺伝学の育種への応 52昭16． 2用

泰国の森休擬源 〃

瀞鋤の空中鐸潰圃定 53昭16. 3

、

．

0

〃

〃

″
″ 《

）

〃

〃

小野陽太郎

伊藤蕊

田中第二

奴巻菊治

大政正隆

白沢保美

太田勇治郎

木下三郎

佐藤重平

伊藤馨

久保秀雄

－18－
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日林協創立三一|‐年史（6）

執繁者｜ 題 名 ｜号数|発行年月

三満辰雄醗瀞『｣発刊 （総鑛鏡術）94昭23． 9
藤岡光長日林協に寄せる 〃

徳川宗敬日本の林業技術 〃｜

中村蟹太郎林学振興 、 〃

田中波慈女育林推進班を提唱す 〃 ・

小倉武夫木材人工乾燥 〃

横瀬誠之米国の廃材問題 〃

益田義孝森林法犯に就て 〃

堀江友義鳥篭羅雛鑑f終94~95｜
荻原貞夫|林業試験 95縮23ﾕl
植杉哲夫赤“の伐期I聡 〃｜
麓武雛製材歩止りに就て 95~96
若林正武土地利用調整について 951

大鋤Ⅲ茂迦調赫幅樹麗 ’5－::｜
鎮識藍|雛熟Wni" "
吉田正男森林技術者に期待する 96昭24．1
武藤博忠特用樹種による樹芸林業 〃

篭塞 I |
大政正隆森林土壌調査に就て 〃

松川恭佐難総会に於ける理事長 97 昭24． 3

|号鋼発行年月｜ 題 名執筆者

騨謡識雛鑿”‘囑噸”
生松脂の酸価に就て 〃

石川式第二号窯に就て 73昭17．11
⑰

品種の弁 74昭17．12
生郷旨に含有する水溶性 〃
週誰酸の溺間に就て

朝鮮砂防行 75～76 （75罰
78～82昭18．1

76 （76号）
南方雑記 78～81昭18． 2
帰納的論理に立脚した醗大号）
る新しぎ統計方法の応用 77昭18． 3

〔78号）

蕪癖育と簡易製炭 79鴨〕4
昭18． 5
（80号）

｢ｾﾚべｽ｣島事情 81~82wWe)'
昭18． 7

窺｡ ;篭：
林蝉談 84昭21．8
戦災住宅地の緑化設計84～85

薪炭配識亮槻附醗現 85昭21． 9

議薇謬謹休業及蝿5~86
木材価絡統制の縄隆 86昭21. 10
鍬局署の陣容を覗く 86
興揃窪の在り方． 87昭22‘ 5
森林行政に技術者を活か 〃
せ

飼料配給の現状と見透し 88昭22． 7
最近の学界事情 〃

幾吋絲集の錨莫 89昭22．9
林業綜合箭騎魍生への待望 〃

鞠嬢藤よる木材の 90昭22. 11
林学技術者の使命 〃

民有林施業計画概観 〃

興林会の改組を宣す局 91昭23．1
開拓と林地保存 〃

造林技術の回顧 〃

,新任の辞 92昭23． 3
松樹害虫駆除に対する巣 〃

,箱架設の効果

勤労者の言葉 〃

資源委員会について 93昭23， 5
鋤窒と其の時代的背景 〃
輿休会の新発足について 〃

倉田益二郎

松井溝

喜多喜一

中村賢太郎

松弁 情

加納秀雄

緒方 勇

寺崎渡

垂

近野英吉

杉浦庸一’
〃 ｜

麓護｜
藤村重任

明永久次郎

三浦忠夫

明永久次郎

山林局林産課

早藤．昌二

早尾丑麿

早藤昌二

新沢信男

中村賢太郎

明永久次郎

大崎六郎

藤田宗美

嶺一三

小幡進

早尾丑麿

柳文治郎

田中波慈女

松川恭佐

中野博正

S･H生

若林正武

太田勇瀞‘

松原茂

､1

b

新なるフロンティアを求 〃
めて（林政えの課題） ，

我が国現下の造林対策 〃

震謹瀧職睡紳7~9‘

識
蝿
蝿

唾
罎
鐘 ’

0

戸■

飛騨産カラマツ材の辺材
率について

緋誉號総たﾏﾂ′
山内燭茂君を臓ふ

FAOの紹介

{瀧聡振興について
謬臥の見た九州地方繍
耕地防風林の設計に就て

{繍詔糎興について
歯蕊磐塁腐朽原因に
造林に関する一考察

木材乾燥技術の振興に就
て

97

〃

〃

〃

98昭24． 5

〃

〃

99昭24． 7

〃

〃

〃I

伊藤貢

中野博正

大政正陸

横瀬誠之

日下淵掛値首

村井三郎

玉手三乗寿

大崎六郎

伊藤悦夫

渡辺武夫

武村千春

－19－



日林協創立三十年史（6）

｜ 題 唇数樺行年月 ｜ 題 名 ｜号率行年月執筆者 名 執筆者

’
饗ソ連邦聯業と林産
新考案林業用機械紹介．

信楽の山火（随錐)、

中野博正蹴蕊5霊勧告と害

大迫寿男驍蓋蕊饗木材有
三鼓幸三郎漆樹#首栽の根本方策
成沢多美也森林と随筆

高橋信三世界の状勢と日本(講演）

大崎六郎鶏雰営の合理化(懸
原田 泰姜術会議一年有半のうご

ご

ウィツセン式集材法の解
加藤誠平説一瑞西の新しい楽空線

集材に就て

「ニセアカシヤ」硬実種
須藤昭二子の発芽予措と種子組織

に就て

中野博正薙薦鶴難白蟻鍵
片山佐叉羅櫻難\状況と促進
白井弥栄耀蝋増産策についてあ
野口陽一流域開発未だし（抄訳）

佐藤弥太郎緑化促進について(講演）

宮川信一林業機械化（懸賞論文）

中川久美縦蕊譲講-開籍行政
吉田好彰経済蕊動と木材市場考察

大嫡六郎鱒騨豊称野制度に関

加辺正明誌鎮凝ﾑｼの生態
ホF-レー博士秋田清森・

波多野文雄北海道林業視察のメモラ
ンダム（訳）

編集室薩議の林業を語る'07
原田 泰学術会議だより

遠蕊治一郎造林振興策（懸賞論文）

太田勇治郎林業の経済機構(講演)

小松祓三金員収礎表についての二
三の考察

田中貞雄鶏雛錐ての耕地防
マツノキクヒムシに対す

中野博正霊噸蕊総蟻
浅川林三瀦鶇蕊購評
日下部調菖義Z絲篭ｲｾﾝｰ
中村賢太郎肢阜県下の糖蕩赫業

霊蕊繊驚鶏篝芽下田瑞穂

塩谷 勉

岸本定吉

横田精一郎

99昭24

〃

〃

7 105昭25． 7

〃
1●

〃

〃

〃

~

106昭25． 9

“
００

－
１

９９
に域ア

る
関

ジ
け
に

ァ
於
用

元清水

99～101

森林手薄（罐） 103,
108～110

林政の基本思想 100昭24

中国湖南省林業僻見 〃

しいたけ栽培の企剰上に 、〃
ついて

フレーミング防雪林の効 〃
果（訳）

犠鞭振興について ’01鴫24
懲蕊譜識艤蕃 〃
提唱する
樹芸について 〃

辮澤灘予防条例の 〃
丸太求識法の考察 〃

縛驚瀞の施業につ処02昭2鼠
北海道林業雑感(識演） 〃

半螺静の”につ‘、 〃 ’

ノ

成沢多美也

太田勇治郎

内田 映

島本貞哉

高橋宏治

柳文治郎

9
〃

〃

《
垂〃

11

８
０
０

″
″宮下茂夫

樹芸研究会

山本安秋

北村遁

井上由扶

中村賢太郎

佐藤弥太郎

中島広吉

島田錦蔵

若林正武

中野博正

岡崎文彬

松原茂

伊藤武夫

田中波慈女

村山醸造

武藤博忠

井上義則

〃

〃

〃

107!昭25. 11
〃

〃

〃

1

ノイバウエルの簡易近似 〃
式(識演）

日本林業再建の現段階 〃

§繍廃いて-特に 〃
鯉需虫駆除対策(懸賞 〃
照萱港と林木調査 102～103

日本の赤松黒松が北米で ，02
はどんな成績か

権蕊掻術から見た治山 1031昭25(講演）

択伐作業について 〃’

所謂松類の穿孔虫

罐物と特許 Ⅲ&|鴫2，
北海道南部の造林不成績 〃
について

識辮饗鰯〃
植樹祭の創始者J・スター
リング．モルl､ンの小伝 〃
白蟻（随筆） 〃・

野林経営に対する一考 ’05昭25
アメリ力便り 105～106

＆

〃

〃

《
運
《

～108

｡1071

1081昭26 ］
〃

3

″
″

5

〃

伊藤誉栄

1091昭26. 3

〃

〃

〃

成沢多美也

守山雅美

瀬川 溝

長井英照

7
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〃

題 名
一

製材作業の分析

林業技術普及制度発足に
際して

蕊誌fりｱﾒﾘｶ視
騨擁蕊綴編

暑数|発行年月号数|発行年月

'091昭26．，
〃’

’執筆者
I

’
執筆者｜ 題 名

とげな~しにせあかしあ樹
横山鹿次 について

宮川象三日田の林業（講演）

吉川遊亀雄本山経営地区の林分収獲
荻野敏雄表について

芝田隆雄嬢離に於ける稚笛の
飛騨産アスナロ材の丸太

憾貢露鰡譲韓鮮
中村賢太郎神宮林と大杉谷

渡辺芳夫艤蕊噌紫二段喬林
太田重孝鯉蕊磯ける林業教

脊畿喜鵺遷勝育上の諸
H.Bb ドナ

ルドソシ 講和条約調印に際して日
L｡T.カミ本の林業家各位ヘ
ングス

． 伊勢神宮林内の樹下植栽

岩田利治鐡禦造営用材備林」

田中波慈女腎を蟻懲難喋罵
り

中野博正栂食虫の新薬KD剤

辻隆道自動鋸に対する再検討

前田三夫地蓮雑感

占部武之林業放談”

中川理事国土省統合案に反対する

機構対策林野行政を農林省から分
委員会鍵誌蕊蕊するこ

伊藤一雄駕聯林業に於ける樹
渡辺武夫流量計算法の一考察

佐藤邦彦蕊琵藤の発芽と備
中村賢太郎蕊黙のｽ翔集とア

9
高村邦太郎高村式間伐法

糖 茂利平栗の栽培法について

荒川昭一森林ど紅葉（随筆）

荒川昭一

占部武之

編輯室

小松砿三

114昭26． 8

〃

115昭26． 9

〃

〃｜
1101昭26． 4

林木形質成長の計量法に 〃村田丈之助 関する提案へ

竹花磯羽幌地方の天然林施業に 〃｜
三浦識走就て

アメリカシロヒトリに就 〃中原二郎
て

ワ
〃

″
″

簡易索宣の設計に就て110～1]:1

農業怪済と林業 111
米国を有称に於ける茄諜11ユー
案編成 113
国有林に於ける漂隼年伐 111
量計算．

図表学を応用した実験式 〃
の求あ方について

ヒメコマツと之が枯死に 〃
関する一原因

もふだらめいがの習性と 〃
其の発生警告

地莚雑感 〃

日本に於ける民有針鶏徴 112
林の経営

鱒の"侭牒と皆伐 〃
方位別に測定した「こな
ら」の胸高直匪と根元直 〃
径との関係

森林法改正のあらまし 〃

営林署に於ける貨物自動 113
車の観塁について

誹
勇
蜂

率
翻
杣

〃

垂
昭26． 5

〃

荻野敏雄 1161昭263 10

木村達郎

斎藤孝蔵

〃

〃

加辺正明

前田三夫

カーチヤー
デックスター

嶺一三

〃

〃

〃

〃 ．

117昭26．11

も

昭26． 6
’

心

、

芝田隆雄
〃

横瀬誠之

六角久男 昭26． 7

″
″
″
″

一

伊藤貢|箪誕享溌雛溺篭 〃
．ついて

‐自動鋸による伐木造材作
宮川信一業の得失と合理化につい

て

〃

117～

118
118昭26．12
〃

木材乾燥室‘‘Startvant 〃
武村千春 SyStem''の改良に就て

堀維鴬難擢隠難灘〃
て

剥皮焼却法に代る謬透薬 〃
中野博正剤の上手な使い方

牧樵一藤ﾘｶでDDTの空中 〃

－－－

9．図書の刊行

出版事業は昭和4年4月興林会叢書の第1輯河田蒸著

「森称生態学」を以て始まりとするが，昭和11年6月

3日事業部分科規程の設定により，出版に関する事務

（図書・機関雑誌，映画フイルム）を出版部に於て取扱

うこととなった。初代の幹部は部長早尾丑麿，幹事太田

勇治郎，委員藤村重任，三井鼎三，麻生誠の諸氏であつ

－21－

Ｉ



〃

日林協創立三十年史（6）

た。

その後昭和18年6月事業部分科規程を廃して興林会

部制の施行により，会誌の発行は組織部に移り,図書の
刊行は事業部に於て担当することとなった。

図書の刊行ほ本会の事業のうちでも最も重要なるもの
の一つであって，過去に於ける興林会黄金時代を育成し

た-霞要因子であり,日本林業技術協会となった近年に
於ても,各種資料抵底の折柄,林業関係図書の相次ぐ刊
行は，戦後の林業再建に大きな役割を果したものと謂え
Iるであろう。 ．

‐上述のように「輿*陰叢書｣はその第1輯を昭和4年

4月に発刊し，鰄菱昭和16年迄に21輯を刊行した。

単行本としては昭和n年興林会創立15周年記念出版
宮崎榊著陥物生態写真の靭暁」以下昭和17年迄に合

計23冊を出版した。昭和18年には農林水産技術協会
編集の備方事情叢書lの予約募集を引受けた。

昭和23年日林協発足以後にば齢騨術叢割「林

業技術シリーズ」「林業普及叢書」「林業解説シリーズ」
其他を相次いで刊行した。

昭和26年末までに刊行されたそれ等の図書を掲げれ
ば次の通りである。

番号|箸(訳)者 書 名 ｜発行年月
18

19

20

21

○単行本(興林会時代）

著者｜ 書 名 ｜発行年

宮崎癖,雛驚瀞馴究(冥確'5昭,，
河田窓森林簡易統計計算法 昭12

大迫元雄本邦原野に関する研究 〃

林業経済政策文献目録林業経済研究会 〃

渡辺福寿lぶな林の研究 ‘ 昭13
武田久吉|吾妻火山群の植物f畷 〃

福井英一郎日本の気候 〃

涛崎蔵人|獺杉林･戯……関する|鵬'‘
山内倭丈夫 （教材)森林更新概要 ！ 〃
矢野新八 （教材）会計法規識述要領 〃

《
〕

○興林会叢書

蕊溌職蕊辮轤〃清野要

山内倭丈夫
天野一郎 北支那の林業概観 昭15

本邦主要樹種別文献目録（工スギ聯合会編 〃
篇Ⅱマツ篇） 4

蕊需螺蕊?録(ｱｶﾏ林政会綴 〃

撫騨灘。河田, 森

近砿助欧米林業管見 〃
ｰ

（教材)森林施業案編成並検訂概要一〃〃

山林局立木幹材之讃表 〃
~

I

番号|箸(訳)者|~書 名 ｜発行年月
』

ｌ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

日

Ⅱ

０

Ⅱ

■

■

ｌ

Ｆ

Ｂ

Ｉ

且

４
６
８

。
●

４
４
５１矯

呵

学
鮮
儒
叱

態

繍
撫

》蒸
融
蜘
鋤

田
島
山

河
露
片

濁
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ

ｌ
２
３

第

腱：田中第二艤鶴蕊設備
松岡脩二立木価緒算定法

清野要(抄訳）相関を係解析法． 昭7．6
田中波慈女

片山茂樹

中原正虎

島田錦蔵

太田宣孝(訳）

平田徳太郎

６８５

４
５
６
７
８
９
皿
皿
廻

鱗瀞ける損益計算理論に 〃野村進行

武内 蕊逐条森林法 〃

清水元木材統制法に基く立木価絡鰍定方昭17浅川林三法． ″
″

係関のと》

き引手
土

の
と

窯

緋
号一第林農

四
に

局
榊

岬
銅
・
’

13

14

15

I6

17

○林業技術叢書

著者｜ 害 鐸1発行年月
田中第二調求士木(工林道の設計)昭24． 6
山内倭文夫日本造林行政史概説 〃 7

蒲灘撫總)(調〃 '』瀧村重任

－22－

’



日林協創立三十年史（6）

○林業普及シリーズ(林野庁研究普及課縮集）

（林業技術シリーズと林業普及叢書を合併）
番号｜著者｜ 書 名発行年月

昭24．

〃25．
２
２
１
２
２
６
４

１
１
１

大崎六郎

白井弥栄

藤村重任

田中波慈女

岡崎文彬

片山佐叉

飯塚肇

森林組合の在り方

植物の生理と接木の実際｜

具綴繍駕農鋳｜
森林の環境因子

照査法の実態

油桐と桐油

魚附林の研究”

４
５
６
７
８
９
ｍ

番号｜署
米沢Nb,28
菊地

横山29
木下

30俄熊

名 ’
卜

者
一
鉦
華
緑
稔
罎

書

パルプの話

発行年月

＄

昭26..11

〃 12

〃 12

〃

″
配
〃
〃

昭
くりたまばち

特殊林産物の需給と栽培
(栽培と収穫篇）

○林業普及叢書（林野庁研究普及課編集）

o獺畿榊-ズ(螺羅艤辮） ｜書
施業案の話

たれの話

くる承

一

名 |発行年月
昭25． 3

〃 10

1昭26 2

番号｜箸者
一号

第ﾕ集|仰不重蔵

：'羅陽曇
番号｜署者｜ 書 名発行年月『ｰ

閣議鳴ける針葉樹瀧苗鯛2鼠
…に於ける黒炭窯の 〃
構築に就て

どんぐり味噌製造に関弓一 〃
る耐暁

鯉鱸溌磯鳥〃
病被害調査報告

松の害虫と駆除 ′
水源の雨量に就て ’昭26．
薪炭林の施業改善 昭25．

ヒノキの伐根に関する研〃
究

合板用ウイスコースの接〃
着剤

スギ・ヒノキ－年生造林〃
の成績

水資源と森林 〃

とちの化学 〃

主要林木の品種の問題 ．〃

菌根の話 〃

森林の風害 〃

森林と野鼠 〃

山地土壌侵蝕 昭26．

防風妹 〃

木材の乾燥 〃

灘､病害論（工．総論)・ 〃

木炭の話 〃

驚霧物の需給と栽培〃
積雪と森林 〃 〃

苗畑土壌の獅巴 〃

まつけむし 〃

山地荒廃と地質 〃

｜〃山火事の消防法

錐
誇
読

癖
鐸
函

１
２
３

Ｎ０

１
２
９

１
１

○林業解読ｼﾘｰ式嚇蟻蟻）
・第16冊まで北方林業会に於て発行

9第17冊以降本会に於て継承発行
41佐藤邦彦 10

番号｜著 者｜ 書 名陸行年月
５
６
７
８
９

日塔正俊

武田繁後

嶺一三

藤林誠外二氏

堀岡邦典
菊地文彦

河田 恋

平田徳太郎

藤田信夫

田中波慈女

河田 弘

玉手三棄寿

犬飼哲夫
上田明一

川口武雄

飯塚肇

小倉武夫

伊藤一雄

内田 憲

伊藤清三

胃薫鑿筆
塘隆男

日高義実

小出 博

共上桂

第17冊吉良竜夫日本の森林帯 昭24． 5
18 加納一郎世界の森林資源 〃 6
19 今西錦司常緑広窮封林 〃 7
20 舘脇操随躍国立公園 〃 8
2l 犬飼哲夫厨頚 〃 10
22 斎藤錬一地上の雪 、 〃 12
23､ 近藤助北方針翼調林 、昭25． 2
24 金森功成森に働く人だ 〃 4
25 三浦辰雄日本林業臓鬮 〃 5
26 内田肇一猟 〃 6
27 井上元則森林の虫害 ． 〃 7
28清水 元最近のアメリカ林業 〃 7
29 吉良竜夫蕊針葉樹林． 〃 9
30 ・亀井専次鋤甫診断 〃 10
31 原田 泰選木と間伐 〃 11
32 中村賢太郎北方天然生林の茄譲 〃 12
33 高橋喜平燕ドの皇読書 昭26．1
34 亀井専次木材腐朽 ． 〃 3
35 今西錦司いわなとやまめ 〃 4

36 島田錦蔵蕊締法とこれからの民〃 5
37 加留部善次なら材の在り方 〃 6
38 中村賢太郎造林ものがたり 〃 7

:: |鬘:蒙駕麓霧しい蝿： Ⅲ：
〔8頁下段左へつづく）

２
２
４

可

4●

10

４
９
０
０
０
０
１
１
３
５
３
４
４
５
７
６
６
．
８

１
１
１
１
１
凸

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

ーi

－23



I

股堤防に木竹の植栽を許可せざるのみならず，従来生育

せるものをも漸次伐採せんとする傾向にあった｡しかる
に一般国民の思想は土地生産上有利なるほもちろん，木

竹特に樹種及びその取扱い方法並びにその存立の状態い

かんに依っては，治水上支障なきのみならず，かえって

有効有利なる場合なきにしもあらずと唱導するに至っ

た。ここにおいてか土木当局においてもその意のある所

を諒承して， 40数年来の態度を一変して．本問題は技

術上大いに疵究調査を要するものとし，ようやく大正5

年6月内務省に開催された,地方生二木主任官会議の諮問
事項中に醍防二木竹ヲ植栽スルノ可否」の1項を加え

地方土木主任官に意見を徴するに至った｡､政府がようへ

いした水理工師が，果して堤防上の木竹の植栽を不可と

しておったかは識つしいが，事実はか様であった。

新政府の保護指導政策も明治11年（1878）大久保内

務卿の暗殺せらるるや，自由放任主義の道を辿らざるを

得なくなり，一方欧化主義政策の反動と見るべき農談会

の普及が民間に行わるるに至った。

明治維新より明治14年頃（1881） までの黎明期中，

明治8年（1875）林学の始祖松野嗣先生に依って山林学

が始めて輸入せられ，翌9年には札幌農学校，同11年

(1878）には駒場農学桟の開校，並びに樹木試験場の創

設となり，また民間の林業関係団体として始めて山林学

協会が生れ，翌12年（1879）山林局設置。同14年

(1881）には農商務省創設と共に山林法律編纂に着手し，

東京山林学校開樫の式を挙げらるるに至った｡桜井勉の

率いる林学協会が同年山林学協会とは別に設立せられ，

我国最初の林学専間機関雑誌林学協集誌第1号を刊行し

た。

よって以下明治維新（1868）から明治14年（1881）

までが，林業技術発達の創草時代と按せられるのでこの

期間を初期とし，各事項を主として林政．制度に関する

事項と，技術に関するものとに別って，年次別に列挙し

た参考年表を掲上じ，また一方西欧交化の輸入せられた

織田信長時代(永藤年間･1558） かや明治繼新までの
事項の大要を参考として年次別に掲載した。またこの年

表は林野庁調査課林業発達史資料第8号を基礎として，

誤記誤載を訂正し，増補を加えて作製したものであるこ

とをお断りする。なお中期（明治15年～明治31年．

1882～1898）以降に付いては別途編集する予定であ
る。

示縁元年（1558）

○関東営領上杉憲政の部下大谷休泊〃上野国大谷原に松

を植栽。

永職元年より天正6年まで21年間にわたり植栽（贈

従5位)．

永職年間（1564頃）

○欧州植物の輸入の始め。
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明治6年（1873）政府は学制の改正を増補して，賦

山・工業・農業･商業・医学・語学及び諸芸の各種の学

校に関する学則を定め，中就実業教育の振興を企図し，

「邑二不学ノ戸ナク，家二不学ノ人ナカラシメンコトヲ

期シ」更に塙筒ノ学二至リテハ其ノ人ノ才能二任ス」

云なと宣示して教育技術の進歩向上に精励したが，明治

初期（1868～1882）までの明治新政府の勧農施設政策
心

の特色は，（1）保護指導政策の徹底及び(2)欧化主義政

策の指導であった。このためか天子は「稼穂の労を見ね

ばならぬ｣､などと支那本の一頁を引証して，名苑吹上御

苑の構山を開墾破壊したり，加州屋敷（当時板橋所在）

の五十三次を廃止して，有名な庭園の樹木を3年掛りで

製炭原木として伐採し，造園学上の好賓料を失うに至っ

た。今日から思えば嘘かと思われるが，東京城内外のお

濠の土手の松の木を，説に依って価格は多少迷うが， 2

0噸で風呂屋に，また上野から王子にかけての土地及び
立木共800門で，民間に払下ぐべく時の井上大蔵卿が計

画したのであった｡松の木は払受人から買戻して事なき

を得たが,､上野の方は佐野常民と英国公使「パークス」

の努力に依って，山県有朋が松受人がら一時質J反って政，

府に献上するという端末であった。その後明治8年（1

875)田中芳男及び佐野常民外数名が上野の建設に努力し

て，大久保内務卿に建議するところとなった。一部の外

国樹種の失敗はさておき，当時東海道筋の松並木が相当

伐採せられたと聞く。

ひるがえって技術方面を見ると，一例ではあるが』維

新以降政府は河身の改修を国土保全上必要なる事業と認

めて，明治6年以来改修を施行し，オランダより前後6

人の水理工師をようへいしてその任に当らせ，また一方

技術者の養成に努めたが，内務省土木当局は治水上堤防

に木竹を植栽するは有害なりとして認めず，堤防の施設

に木竹の栽培を忌避した。河川の堤防敷の多くは官有地

に属し，国有林野以外の官有地は内務省所管にして，そ

の取扱ﾙ､は地方庁に委任せられていたがゆえに，地方一

一
〕
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石川：林業技術の発展過程（4）

織田信長ポルトカル宣教師の請願を容れ，滋賀伊吹山

に薬園を開き，千余種の薬用植物を移植。その後徳川

時代の御薬園にも，諸国の薬用植物が移植された。

天正9年（1581）

○亀井鼓短因幡気高郡向直樹す。
天正18年（1590）

○豊臣秀吉尾張犬山城主，石川氏に木曾を管理せしむ。

この時山林利用に関する制度を樹立。

○徳川家康相模三増峠に植樹を命ず°

女識年間（1594頃）

○この頃より吉野地方に人工植栽行わる。

各郷の経済的林業の始期。

慶長2年（1597）

○土佐の長曾我部元親領内法度に山林の制を定め，樟樹

を留木または制木として保謹。

慶長3年（1598）

○石田三成筑前「千代の松原」の禁制を命ず･

慶長6年（1601）

○越前藩は百姓の四壁に，松苗を植栽せしむ。 ．

○陸奥桃之浦の僧良悦，伊達政宗の知遇を得て造林に尽

力す。

慶長9年（1604）

○江戸材木商の起源。

江戸城御本丸造営に際し，御普請方御用として”木材

伐採･運漕に従事させたのが創始であった。

慶長年間（1600頃）

○この頃より妖肥地方に挿穂造林行わる。

収益を藩と造林者との間で，二分する方法を以って挿

付を奨励す。

慶長11年（1606）

○慕府御府内材木商の免許を与う。

江戸城落成に際し，伐木・運漕に従事した者にその功

として御府内材木商の免許を与えた。日本橋本材木町

及び南茅場町辺に同業者相僑り材木渡世を営む。

慶長14年（1609）

○草刈場高札の制を設く。

元和元年（1615）

○巣山の制度は既にあった。

豊臣氏滅亡後，木曾と尾州は卿1I氏の領となったが，

既に巣山があった。

○遠江磐田郡大藤の粟野林太夫，松・杉・桧の造林を始
む。

元和．慶長年間（1615頃）

○伊達政宗紀州熊野より杉種子を雌入して，育苗及び植

栽を始む°

一般領にも勧奨すると共に，青木留木の制を設けた。

元和2年（1616）

○秋田藩に「水の目田林」の制度があった。

○仙台藩が村之に居久根を植付けしむ。

○小野宗右ヱ門は吉野北山の代官となって，造林を奨励

したという。

寛示3年（1626）

○幕府巣臓山の禁令を下す。

○徳島藩用木林に禁制を建つ。

寛永年間（1623頃）

○京都に｢茶の木人形」が出来る。

淵Iは人形の歴史最も古く，御所人形はことに秀でて
茶人金森宗和の創作である。

○尾鷲地方に始めて，杉・扁柏の人工ｵ醸行わる。

この地方は天然ﾎ疹含ため，敢えて従来は桧隣しなか
った。

寛示19年（1642）

○幕府朧樹苗の植栽を代官に示達す。

その後も引き続いて幕末に及んだ。

正保.慶安年間（1647）

○岡山藩治水のたあ植樹を行う。

熊沢伯継（蕃山了介･贈従四位）の意見によるとい5．

慶安5年（1652）

○鹿児島蒜障を御用木に指定す。

公・私有を問わず,ぷだりに伐採することを禁止した。

○材木入札の創始。

彼の振袖火事に依って，御本丸天守の延焼後,幕府が

築城の不用材を入札法で，拭下げたのが最初である。

寛文3年（1663） 1 ．

○作事及び木具制限令を発布。

その後天和・元蕨・宝永･享保年間に，度を発布せら
れた。

寛文4年（1684）

○名古屋藩木曾に留山の制を罐む°

寛文5年（1665）

○松前藩山称条令の制定によって，羅漢柏の造林奨励を
北祁弱首に行う。

北海適度島国に渡航して努めて1露す。

寛文6年（1668）

○悪府は近畿の水源の山釧こおいて,草根の掘り取り及
び焼畑を禁止して樹苗を植栽せしむ。

○関東御領所下知状・農民作事竹木伐採制限令･諸国山

川提を定む°

寛文年間（1668頃）

○この頃より画1li地方に，人工植栽が行わる。・

元職の頃になって，この人工植栽の伐木擬出が行われ

るようになった。
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石川：林業技術の発展過程（鋤

寛文8年（1688）

○武家屋作事用材種制限令・寺院作事制限令・浦々高札

用材制限令･全国農民作事等制限令等を発布o

寛文12年（1672）

○鹿児島藩の重臣島津久元父子の植栽した杉は寛文以降

24万7千余本に達した。
／

延宝元年.(1673）

○問屋・仲買の分立と材木問屋の名称の濫漉。

山方仕罰金のことで，同業者の間に訴訟が起って，そ

の判決に依り山之直仕団をなす者を問屋，府内諸侯伯

の用達番弁ずる者を仲買と定めた。
延宝7年（1679）

○並木之概直立之儀を達せらる。

貞享元年（1684）

○川上の山を開畑･山畑惇d二･林仕立癖を布達す。
○綱膏は近畿11領主をして，淀川・大和川の上流域に

治水のため椴鋤せしむ。

元職3年（1890)，

○木の付木商売停止令を発布。

木之付木当午春より不仕,麻がらの類に締,商売可仕
旨，去年仰付候通，弥木之付木一切商売仕間倣候。

元緑5年（1692）

○大阪菱垣廻船が江戸・大阪間の漕運を開始す。

紀州その他の木材はこれらの商人によって，種送され

一方需要者の注文にも応じた6

元祷9年（1696）

○宮崎安貞（元和元年～元臓10年，1615～1697）農業

全書を発刊す。
○遠江水窪の神官山住大膳亮は杉.檜苗を伊勢･紀伊地

方から移入して植栽す。

宝示元年（1704）

○木曾林政の確立。

名古屋藩は市川甚左衛門正好を木曾の代官兼奉行に命

じてこれを行う。

宝永3年（1706）

○門松制限令を発布。

門松例年大く有之間，来正月より小き松を立可申侯

大きなる門松堅商売仕間舗旨，町中可相触候。

正徳4年（1714）

○鹿児島藩の種脳生産高。

輸出向1」7万斤，内地向18万斤で南洋・オランダ・

ポルトガルの各地に輸出したといわれる。

○宗教以外の洋書の輸入を許可す。

享保12年（1727）

○この頃各種産物の生産を奨め，櫨・唐胡麻・朝鮮人参

薬草の栽培をさせた。

寛保2年（1742）

○jI胆通御林之儀に付御書付。

宝歴年間（1755)、

○甲斐国南巨摩郡万沢村地方に杉･桧の人工植栽行わる。

村民の経済的思想が発達して，三種を造林木の間に植

栽するようになった。

宝歴13年（1763）

○遠江中泉の代官は天竜川沿岸の植林を奨励す。 ・

明和元年'（1764）

○蕪府は松･杉･栗を植栽せしめ，所在の村盈にその保

謹を命ず。

○京都・大阪・駿府・江戸近傍の山林の伐採を禁制す。

○幕府領地所管の代官に差杉・差檜の方法を示達す｡

○孫府領長嬬では,各戸毎に春秋二度臆樹を実行せしむ。

名札を付してその責任を明らかにした。

明和8年（1771）

○熊本藩御山麦配役瀬上林右衛門が杉.桧苗148万本を

植了す。

寛政元年（1789）

○津鮮山与惣右ヱ門植林を献策し,菓木方を命ぜられ
実施するとこるが多かった。

寛政8年（1796）

○ハルマ和解完成す。

日本鏡削の蘭日辞典。

寛政9年（1797）

○箱機細工の挽緬具現わる。

この時代のものは紅泌吻と称せられ東減菖名所図絵に

記事がある。

享和2年（1802）

○大蔵永常農家益前編を刊行。

爾後30余種を著作，弘化元年（1844）広益国参考を

大成す。

○幕府の奨励で北海道に赤松・杉・羅漢柏・漆・桐・椿

等が植栽せらる。

文化6年（1809）

○佐藤信淵（明和6年～嘉永3年， 1769～1850）樹種

秘要を刊行b

礎年まで礎垂統秘録・経済要録・草木六部耕種法、農

政本論・種樹園法・秘法種樹園法･致富小記等を発行

す。

天保6年（1835）

○尺〆の呼称を用いた始期は明らかでないが天保6年乙

未3月改算法を改正。

天保13年（1842）
グ

○百姓の農業以外の業に罎することを禁ず。

′ 同時諸大名に専売を禁止。
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石川：林業技術の発展過程性）

嘉示2年（1849）

○この頃会津藩は領内に，180万9千本の漆樹を有す。

保護栽培を奨励し，漆樹の調査簿を作製

嘉示3年（1850）

○住友家植林を開始す。

榊目の悪化に依り錬銅の発達を妨ぐるを悟って，別子

銅山に杉を植栽。

○象だりに關書を翻訳する事を禁止す。

，安政年間（1857）

○函館附近に杉を植栽す。

万廷．丈久年間（1860）

○宇野円三郎熊沢蕃山の遺訓を奉じて土砂拝止を試む。
郷里和気郡福田村女民と謀り，百方計画し大いに効果

を収めた。

女久2年（1862）

○田中芳男始あて米国から蔬菜･穀蓑の種子を輸入す。

耕転播種を試承，植物防寒のために日本風の冬室を設

けた。

女久3年（1863）

○欧州植物の渡来。

パリー万国博覧会へ出張した際持ち帰って移植す。

○田中芳男九段坂上の薬草園の管理を委嘱されて薬草の

栽培に従事す。

○田中芳男開成所の構内に，本邦産樹木33種を植栽し

和名と蘭名を以て樹名を記し，これに依つで授業の便
〃

を図つた。

元治元年（1884）

○始めて鋸鉋工場を横須賀製鉄所に設く。

小栗上野介功§江戸湾に造船所を設立すべく主唱したた

めである。

慶応元年（1865）

○幕府傭人「ドロトール」は，艦材に関する意見書を提

出す。

○小栗上野介艦材に関する意見書を老中に上申。

艦材の伐採・貯材及び山林保護の必要を，その中庭説

いている。

○医官「ザバチエー」幕府傭人となる。

瞬擶の外植物に通暁していた。

○製材鋸磯・木工用機械及び虹立機繊の購入を契約す。

仏国より各種造船用機械職入の中に含まれていた。 、

慶応2年（1866）

○田中芳男華果の接木を試み繁殖を図る。

海裳の台木を用い，これが本邦の奉果接木の始めであ
る。

○木工機披を始めて，独乙人が本邦に輸入す。

人智まだ開けず，脆買使用する者なく，両国にて観物

として，使用法を公衆に観覧せしめた。

○「サバチエー」造船用材を撰抜。

深川木材庫において，儲属の良材を撰抜した。

○海外留学を許可す。

慶応3年（1867）

○「ウエルニ戸」日本産木材の，艦材に適する意見書を
提出。

船形を定むるこも，宮私有林の保護改良等をも説いて
いる。

○造船用材伐出のために燕府伐木機を設置す。 ．

林政制度等に関する事項
一

明治元年（1868）

○明治維新当初の林政。

百般の政務は急激な革新時代であったので，比較的急

を要しない林政等は,之を顧承る暇がなかった。当時

に於ては蘇政時代の峻厳な林政は既に廃れ”之に代る

べき新制も未だ樹立の域に達しなかったので，官林の

盗伐が盛んに行われ，民林も亦濫伐の弊を生じ〕到る

処に森林の荒廃を見るに到った。逐年林制の整備に着

手した。

○当時山林の事務は会計事務掛に属す。

職分課を定め内国事務掛及び会計事務掛を設置。

○御料地の沿革。

建久･承久以降守護地頭が割拠し，御領は往煮侵奪せ

られ，幾何も残らなくなった。織田信長之が復興を計

り，攪臣秀吉に至り大いに増加し，鯛il氏新に御料地

を京師の近郊に定め，其の租入を以て供御の定料とな

し，幕吏をして之を収納管掌せしむ。而し王政復古と

共に御料地の制は全く廃れるに至った。

○農商の奨励物産の興隆を促進す。商法司を設置し之を

管掌せしむ。

○列藩に1万石に対し'万両の割合を以て物産繁殖資金
を貸付。

其の後年盈藩･ I罷農はもとより会社・個人にまで，多

額の産業資金を供給したため産業界は活況を呈するに
到る。

○会計宮中に治河使を溌いて水利事業を管掌巷しむ。

1ト

‐

○蝦夷地の開拓を早くも

天皇開拓の得失を御詔

○蝦認也開拓の事務臓箱

同時に蝦夷の旧称を廃

○此頃の対外貿易品。

原料用製品及び原料品

入は全製品が60％に

決定。

詞，衆議之を利ありと決す。

舘裁判所を設けて管掌せしむ。

し北海道と改称。

の輸禺が70％以上を占め，輪

して，完全な農業国時代であつ
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此の頃迄は藩政時代の旧慣に依って，大体処分されて

居った。

○民部省に勧農局を始めて設溌す。．

○開墾規則を制定し，内地の開墾移住に適用す。

○盛岡藩卒族の開墾移住のため，黄金13万両を貸付す。

明治4年（1871）

○社寺上地を府県に於て管轄。

太政官達を以て社寺領上地は,従来支配の府果をして

管轄せしむ。

○山地開墾条規を制定。

民部省に於て山地の開墾・沿岸の立木等の条規を仮定

し，五畿内並に伊賀地方をして之を遵守せしむ。土砂

が崩壊して水路を填塞する典があったのでなされた。

○内地開墾施行の計画を樹立。

陸奥・出羽・信濃・越後等に開墾局盈員を派通して，

実地調査の上樹立す。

○太政官布告を発して治水条目を制定。

醍上･堤外ノ竹木ヲ存スペキコト，堤腹ﾉ侵墾ｦ為

スペカラザルコト」を府県権達して取締らしむ。

○大蔵省は艦材取調官吏を地方に出張せしめて，艦材の・

鷺:蝋雲瞬欝の噸締を髪施す。
○山林局を設置。

林政の国家経済に必要なことを察して，民部省の中に

始めて山林局を設く。
、

○民部省を廃止。

民部省が廃止されて，森林の事務は大蔵省勧避案に移

り，大蔵省は官林規則を定めて，之を府采に頒布す。

○社寺境内上知。 。

太政官は7月社寺録制を定め，境内地と雛も社寺及建

物等現在の地景によって，相除き其他は総べて上知せ

しむ。

○官林規則を発布。

其の第4項に於て「マツ･･スギ・ヒノキ・ツキ・カシ

クリ 。ケヤキ・ブナ・シオジ等ﾉ木材ハ，国家必要ノ

品二付精を培養致シ，私林タリ1､モ深切愛育ノ意ヲ可

知割-を諭示したのは民林に対する職種的奨励の文字

として，当時に於ける唯一のものであった。

○大蔵省は廃藩置県の際地方長官に「官林原野'画悉皆売

却シ民有トナスペシ」と内訓を発す。

これに依って伊豆天城山の売却も一時許可せられた。

○官林の事務（山林）大蔵省租税寮に移管さる°

○官林の外健勝手に伐木致し不苦旨を達す。

民有林に対る制限を解除。（太政官達第617号）

○士族授産のため山抹払下の論義が起り，朝野共に一致

して払下に決す。

た。

明治元年主要林産物輸出額。

木材及び板 36,786円

木 炭 3,031円

木製品 1,779円

明治2年（1869）

○国有林野の成立と官林の称号b

版籍奉還によって藩有林ば総べて上地され，新政府の

所有となり，官林と称することとす。

○租税司吏員巡放して蕊申す。

先づ関東諸国の山林の事宜を処理することとした。

○官林反別調査b

太政官より支配所官林及び上知林総反別個所国限り取

調べの議を達す。

○御料山林及び旗下返納林の措置。

民部省より関東諸国及び伊豆国に令して，御料山林及

び旧幕府旗下の返納山林を淡して,其の措置の方法を
．開申せしむ。

○民部省に於て府県の事務を総判し戸籍・駅逓・橋道・

水利・開墾・物産・済貧・義老等の事を監督せしむ。

○民部省規則を制定。

其の規則中に「田畑ｦ培養ｼ，山野･河海ﾉ利ｦ興シ
種樹･牧畜等総ベテ生産ｦ繁殖シ，以ﾃ富国ﾉ道ｦ開

成スペシ云を｣。

○北海道開拓使長官東久世道禧始めて渡道す。

○水戸藩知事徳川昭武其の他各藩士は北海道開拓に着手

す。

政府は叉東京の遊民550名を函舘･縫童｡､宗谷に，
300名を樺太に移住せしむ。

○小金原（千葉県）移民屋作料に充てるため，捌蝉0万

両を下付す。

明治3年（1870）

○官林の計査録上。 。

民間鱈は府県に令して,官纈を計錘上せじめ,因て
御林帳様式を頒布す。

○民部省に地理司を設溌し, ､山林原野を管掌せしむ。

民部・大蔵両省の事務を分割し，山林原野の事務は民

部省の所管となる。

○太政宮達を以て，社寺領現境内外一般に上知。

明治3年12月太政官達に「各調仮籍奉還二際独り社

寺ノミ土地人民私有ノ姿ニテハ，不相当二付今度社寺

領現境内ヲ除ク外一般上知追テ報当ノ職制ヲ定メテ，

稟米ヲ以テ下賜スペシ，但本年収納ハー日ニヨリ下賜

ス｡」

○御林薪炭納方を廃止す。

○官林‘々産物の処分方法。

《
〕
一

今

●

（
）
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明治5年（1872）

○太政官布告を以って開拓使免換券を発行･

北海道開拓費を調達するために，250万円を発行した

が不換紙幣に終った。

○土地永代売買禁止を解除。

米価の変動に因る国庫財政の不安定･検地検見の弊窪・

自由主義思想の影響に依って解除せらる。

○大蔵省は地券渡方規則を頒布す。

○存履官林個所坂調に関する規程を制定。（大蔵省達第

132号）

個所毎に調査の上存置官林個所坂調帳及び払下官林個

所取調'隈を作製することとすb

○官林反別個所調査を実施（大蔵省達第134号）

存置官林と売却予定のものとを査別録上すべきことを

府県に令達して調査を実施す。

○官林簿の例式を改訂。

大蔵省に於て，府県より録上する官林簿の例式を改訂

す。

○外国人に土地の典売を禁止。－

土地及び地券を外国人に，典湾することを禁ず。

○堤防供用に伐採の官林木は官費に加えらる。

○官林斥売方規を府県に頒布。

大蔵省に於て諸国の官林を斥売其の代金を以って種
芸・牧畜等殖産興業の要費に充てんことを，太政官に

票議し，是に至って官林を斥売する方規を府県に頒布

す。

○伐木の禁を解く。

「伐木差留ノ有之山林都テス札可払下ノ閏を達す。

○民有地々券を下附。

大磯省は府県をして，民有池々券を下附せしむ。

○公有地の地券を関係町村に下附す。

○地租改正局を設置。

租税察中に地租改正局を置き，官民有地の調査に従蝋

せしむ。

○大蔵省勧農裳を廃止。

勧農寮を廃止し，官林其他の事務を租税察に於て取扱

わしむ。

明治初期

○明治初年府県奉職規則を制定。

規則中に「古田ヲ怠ラズ培養シ，叉ハ土地ヲ開墾シ山

野河海ﾉ利ヲ輿ｼ，生産ヲ富殖ｼ庶民ﾉ職業ｦ奨励繁

磁ナサシムヘシ」と定めた。

○明治初年の武士階級の失業と，帰農開墾奨励政策。

蝦夷地の開拓，小笠原の殖民，三本木原及び小金ケ原

の開墾等が行われた。

○明治初年地理局時代の山林計画と官行斫伐。

地理局所管当時は，森林経営の基礎を建てつつ利用を

進め管理経営の費用を弁ぜんとする時代であって，維

新以来各藩所属の不統一なる森林を整理し，而も面積

・林種・蓄積等の不明なる時に於て林業経営の計画を

樹てるに苦慮した。

○新政府の勧農施設の特色。

1．政府の保護指導の徹底

2．極端な欧化主義の指導

○鍵産物販売の自由。

此の頃藩の専売として統制したものに，会津藩の蝋漆

島津藩の砂糖があったが,政府によって逐次撤廃さる･

明治6年（1873）

○土地の名称を定む。

･地券法を施行するに当って,土地の名称を定め，皇宮

地･神地･官庁地･官有地･公有地･私有地･除税地

の7種とす。

○田圃及村里に於て，ワナ・オトシアナを設くることを

禁止す。

○府県に令して,承だりに行樹を剪伐することを禁止す。

○旧藩制時代よりの旧慣により：叫守.林守等を置いて
森林の保護に従事せしむ。

大蔵省第103号に「於各地方等ﾀ砿部小使等之外山守‘

林守井守並牢番蔵番桝其外之者へ給料相与へ来候儀モ

多少可有之右人員官給民費ノ別精細坂調部類区劃表面

二相掲ケ且将来此等之分可成減省之見込相立書類一盈

来八月三十一日限可差出候此段相違候事」

C石高の称を廃止。

田畑の石高の称を廃止して，代うるに段別の称を以て

す。

○地租改正条例及び施行規則を制定。

田租の税を金納に改め，課税標準を作柄の豊凶に拠ら

ず，法定地価の千分之三に散む。

○地租改正事務局を設置。

内務省と大蔵省の双方の外局として設溌し，一切の事

務を管掌せしむ。

○失政宮達第235号を以て「社寺ﾉ樹木ﾊ仮令其社寺修

善等二相用候共狼リニ伐木不相成候率d頚情有之節

ハ其地方庁へ願出許可ヲ可受事」を達す。

○溌伐の弊害甚だしきため，不得止事憶あるもの以外は

官林の払下げを禁止。（太政宮達第257号）

○大蔵省の事務を分って内務省を創設。

明治14年農商務省設置せらるる迄森林事務は常に，

農殖に関する一部の事項として，内務省に於て処弁し

た。

○地租条例改正の発布。

地方費たる民費賦課方法は一定したが，民饗の農民と

q

一

1

ー

、

’
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しての負担は軽いものではなかった。

○社寺境内外の区別を調査し,其'旧境内山林は官有地と
定め，伐木払下げを禁止す。

○大蔵省は官林の内水源を滴養し,土砂を拝止し，又は

有名な林木のある箇所と，漸次払下げても故障のない

箇所との調査を府県に命ず。

之を以て大蔵省達第'34号用不用存磁林の別を立てる

と共に，保安林制度の前提とした。 ！

○社寺上地斥売を停止。

府県管内の社寺上地の田圃居舎地其他の官林及び荒蕪

地等の内，少許の土地少数の樹木に至る迄，従来の縁

故で己むを得ざるものを除くの外都て斥売を停止す。

○保安林及び払下林の調査。

「官林ノ内水源酒養･土砂汗止・有名林木存澄ﾉ個所

及漸次抵下差支無之個所坂調方ノ儀」を布達す。

○地租改正の詔勅下る。

7月28日詔して全国の地租を改正することとし，其

の詔に曰く。

「朕惟ウニ租税ハ国ノ大事人民休戚ﾉ係ﾙ所ナリ従前

其法一ﾅﾗｽ寛苛軽重率子其平ｦ得ｽ妬ﾃ之ｦ改正セ
ント欲シ乃チ所司ノ群議ヲ探り地方官ノ衆諭ヲ尽シ更

二内閣諸臣ト弁論裁定シ之ヲ公平画一二帰セシメ地租

改正法ｦ頒布ｽ庶幾ｸ麺疎二厚薄ﾉ弊ﾅｸ民二労逸ノ
偏ナカラシメン主義奉行セヨ」

○荒蕪地不毛地の払下げを停止。

各府県管内の荒蕪地･不毛地の官林入札払一ド差止めの

儀を布達す。

○租税課の山林管理。

栄治条例の内租税出納の二課の職蟻を改正し，山林の

事務は租税課に属せしむ。

○還職者に官有地を払下ぐ。

家蔵奉還の者へ産業資本のために，官林荒蕪地を猶下

げる制度を設け，其の太政宮達の大要は，

第’条家蕨資本金受取候者農業或ハ牧畜営業ﾉ為ノ

官有ノ田畑，城郭跡屋敷跡並二荒蕪地山林等払下ケ相

願地元村方組合村方又ハ政府二於テ故|職無之無之分ハ

相当代価ノ半価建物立木ノ分ハ相当代価ニテ抵下ﾉ事

第4条地所紙下1人当り歩数ノ制限ハ願人ノ多寡払

下地ノ広狭ﾆ寄り候儀二付地方官二於テ見込相立大蔵
省へ可申立事

但田如磁城郭跡，屋数跡ハ1町歩以下荒蕪地3町歩以

下山林ハ5町歩以下二限ル可シ，田畑5反山林2砿半

ヲ併セ払下候ニモ不苦且叉陸羽諸国其他僻遠ﾉ地ニテ

広漠ノ場所ハ此限二非スト雛モ凡右ノ目的ヲ以テ取調

可申候事。

林業技術事項

明治元年（1868）

○鋸鉋工場(木挽･滑車･建具の3工場を包含)始めて

製鉄所内に落成す。

元治元年（1864)幕府が造船のため製鉄所を設置し，

之が明治新政府の管掌するところとなって完廊す。

○銃猟の禁制を発布。

郊外に於て濫りに銃猟し、農事を害するを禁ず。

｡○焼畑･切替畑･木場作等の火謝継力維新後も各地に行
． われていた。而し官民有区分に依って一時衰えた観を

呈するに至った。

○北海道開拓使及三県一局時代の造林。

勧業苗圃を設け杉・桧･松･漆等19樹苗を配布植林

せしむ。

○初瀬川建増明治維新以来会津藩の漆樹滅亡を慨嘆奮起

す。

嘉永4年福島県大沼郡王路村に生れ，其の生涯を漆樹

の栽培･採液等漆に棒ぐ。

O塊国人（一説には独逸人）「ケル1､ネル」は北海道で

山毛操・栗・赤松・杉を混植す。

望郷の念切にして,自国の慣習に倣ったものと思わる。

○楢崎圭三郷村に植林の必要を説き，村内禿山の植林に

成功す。

安芸国高田郡三田村に弘化4年（18卿）生る･ 13歳

にして漢学及び測量を学び， 19歳郷里にて家塾を開

く。小学校教員叉惟村吏を努め，明治2年の大凶作に

際しては，倉廩を開き難民を救済す。製炭及び椎茸栽

培の功労者。

○維新直後梅崎圭三広島・三次町間17塁の道路を改修。

多額の工蜜と家屋移転等のため，物議を起したが日夜

沿道の諸郷村を奔走し遂に完成す。之に依り林産繊の

鐵出は有利至便となった。

○紀州藩は岩出出張所に於て，流下木材に対し口銀と称

し，見取10分の1の藩税を是迄課していた。

土倉庄三郎其他有志は，吉鋤I1沿岸各郷村材木方苛税

たる口銀の廃止を,新政府に対し奔走して減額ぜしむ。

土倉庄三郎天保11年（1840)大和国吉野郡川上郷大

滝村に生る。16歳にして父に代って家業を継ぐ。 ’
吉銅1I流域に於て材木方総代選出に尽力。29歳の時維

新の唾に際会し，口銀に対し努力す。後衆議院議員

として林業界に貢就
”

明治2年（1869）

○牧牛の愉職的経営を始めて行う。

安房・上総の諸戦場に牧牛業を試験的に経営せしめ，

叉此の年英国商人の手を通じて’種畜及酪農機械を購

（
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石川：林業技術の発展過程側

入し，又築地牛馬商社内に屠牛場を設置し，牛肉販売

を試拳た。而し需要激増し規模の拡張を余儀なくせら

るるに至った。

○人力車の発明に依って・木材の新用途が開けた。

和泉和助･高山幸助・鈴木幸次郎の3名協同して創作

す。明治3年春官許を得て，東京府下を乗用し，後年

外国に輸出するに到る迄発展す。

明治3年（1870）

○松野燗伏見満宮殿下(故北白川宮能久王）に従い，独

・乙李国に留学す。

最初は国家経済学を修める目的であったが，生産的実

業の学を研究せんとして，在独中の青木周蔵に諮って

林学を修業し，我国林学の礎石を築いた。

○山林学の発端。

青木周蔵独乙に「プォルスト・ウイツセンシャフト」

なる学あり山林学と訳すべし。斯学を学‘藤ことを松野

燗にすすむ。松野鯛予備として普通学を叉実地に学塁

こと各1年にして, rエーペルス・ヴヮルト」の山林

学校に入学。

(_,燐寸工場が創設せらる。

横浜在留外人rプラォン」に依って創業せられたと伝

えらる。

C萩原牧場の創立。

民間先覚者の個人経営にして，設立は官設より早かっ

た。

○アベマキ樹皮の利用を開始す。

広島市薬種商渡辺佐兵衛アベマキ樹皮利用に着眼す。

○外国種苗の配布。

西洋の牧草・米棉・甜菜・蕪青等の種子を輸入して，

府県に配布し栽培試験を行わしむ。

○札幌に於て此の年始めて移住民が，野桑による誕蚕に

成功す。

○北海道開拓使払下の立木材積は，此の年12,000余石

であったが，明治13年には342,000余石に躍進した。

明治4年（1871）

○農業経営の自由。

大蔵省は令して「田圃ﾉ種芸ﾊ米麦二限ラズ，其ノ土

質二適スルモノヲ栽培セシムル」こととす。

○醗関試験場を設競。

米国から輸入した農具を以って，西洋の穀類･蔬菜類

等を栽培す。

O開妬使官園を設羅。

輸入した家畜作物等を一応此処で飼育培養し，風土に

馴致した上更に北海道に移すにあった。

O駒場農事試験場を開設。

駒場野8万坪に於て洋式農法特に畜産を主として研究

す。

○種芸牧畜のため米人技師を雇用。

米人「ジョージ･エッチ･ホール」を開墾局に傭轄す。

○耕牧事業講習のため留学生として，岩山荘太郎及び三

隅市之助を米国に派遣す。
○博覧会開催の噛矢b

此の年始めて小規模のものが京都に開催さる・

○此の頃秋葉大助が人力車製造業を東京に開く。

車体を舟形に改め蹴込を設け，車軸に弾蔵を附した。

明治5年（1872）

○製紙業創業の噴矢。

旧広島藩主浅野侯英人「ウォートルス」に託して，英

国より機械を購入し，日本橘に有恒社を起してE賑I紙

の製造を開始す｡． ，

○王子製紙嫌式会社創立の起源

此の年大蔵省紙幣寮が製紙会社の創立を三井組・小野

組･島田組等に勧誘して，発起人の設立願を紙幣寮に
提出せしめたのが，其の起原と言わる。

○此の頃積大規模の抄紙会社が,東京府下王子村に創立。

明治8年操業。主子製紙株式会社の前身。

○内藤新宿に試験場を設置。

東京近傍に既に’0余個所の勧農寮の小試験場があっ

たが，之れを便宜の為統一して設澄す。新宿御苑の前

身。

○緬羊の試育行わる。

勧農助由良守応等が米国から送って来たので，始めて

維子橋外の官邸で試育す。

○胆振国に於いて始めて水稲の栽培に成功す。

○田中芳男東京府に街路樹の植栽を建議す。

田中芳男天保9年（1838）信ｿ1噸田町に生れ，博物・

物産に関し貢献するところ多く，明治18年学士院会

員，明治23年資族院議員に勅選，大正4年男爵，大

正5和6月病死。

○勧農寮新宿農学所時代北米より落羽松を輸入す。

○開拓使米国より製材機をj騨入し,挽割業を開始。

製材用の水車!蒸気両機械を購入し旧工業局溝内iこ仮
設し，明治7年落成するに到る。

○「クレオソート」枕木の輸入。

京浜間の鉄道敷布に関して,何んでも外国産を尊重し
て，態々英国からクレオソート注入欧州赤松椀木を輸
入す。

○函舘支庁木材業坂締のため布達。

函舘地方は早くから植林が行われ，筒亦木材業を営む

者もあって，之等木材業者は立木払下の許下を受けな

い以前に売買契約をし，手付金を取って事業費に充て

る弊害があったので，是等の弊害を匡正するためにな

』－

0

11

＝＝

－31－



石川：林業技術の発展過程仏）

春5月及び6月秋10月及び11月年間約加0日間農

繁期に放牧し，残余は舎飼とし厩肥の造成に当らしめ

た。放牧ば,部落附近に而も農繁期だけ行われたので，

草野は家畜に踵珊されることなく，野草豊富で刈草作
業も容易に行われた。

○放牧に対する野獣特に狼の被害は頻繁であった。

食肉店未だ殆んどなく，叉狩猟者が少かつたためであ

るといわれる。

○明治初年燐寸製造用原木として，内地産ヤマナラ.シ・

ドロノキ等を始めて使用す。

○模疑材の使用余り行われず。

銘木の用途少なく且つ安価であり，一方化学工業頗る

幼稚のためでもあった。

○東京の玩具製造は独楽・笛等の挽物に限られていた。

○箱根細工が小田原方面に発展す。

箱根指物玩具朧静岡果人から伝来し，当時迄は湯本附

近の街道筋の承であった。

○住友家は別子銅山を中心として，約10,0Q0町歩の山

林を経営す。

○初期から中期頃迄の濫盗伐は2系統であった。

1．士族授産救助の意味で,無代価同穰の価絡を以て

官林を強下げたので，之を捨値で山師が買収し，此の

チャンスに盗伐を行う。

2．政府の新事業が行われると共に，所要木材を官林

から請負業者に拭下げたため，此のチャンスを業者が

利用し，次第に他の者迄行うようになった。

明治8年（1873）

○西ﾉI馳方の筏の大さに対し謹岸のため東京府より制限

を加う。

地元民は不服とし，熊谷県令に制限解除方を申読

○家畜種付の開始。

'開拓便第3宮園(麻布新笄町)に於て一般人民の希望
に応じ，牛・馬･羊・豚の優良種の種付を実施す。

○土佐の製脳釜数と其の生産量．

此の頃三菱会社の事業は岩崎武に移り，寺田亮の経営

するところとなり，釜総数2,500有余，年産30乃至40

万斤に及べるも，価絡の下向に依り漸次不振となる。

○河身の改修6

維新以降政府は，河身の改修を国土保全上重要なる事

業と認めて，6年以来改修に従事し，オランダより前

後4入の水理工師を怖聰其の任に当らせ”一方技術者

の養成に努む。

O抄紙会社の創立。

王子製紙の前身にして，6年2月紙幣寮の允准ありて

会社を創立し，外国に機械を注文し叉英米人技師各1

名を傭聴す。 （‘8頁下段右へつづく）

された。

○広沢牧場の設立。

此の種の民営牧場は,其の後各果に設立せられるもの

年を2，3．に止まらなかった。

明治初期

○此の頃から建築‘器具等総べての木材の用途の上に材

品の蕊化を招来す。

材品を全国的に捜し廻るようになって，伐嬬轆揺怪
営するものが輩出した。

○輸出材とじて2，3種の杣角材が支那に多少輸出され
たの象であった。

○明治初年燐寸工業の先駆新燧社創設さる°

輸入品の圧迫に依り収麦償わなかったが，輸入燐寸を

取扱う全国商店を以て，開興商社を組織し，これが駆
逐に腐心した。

○甲斐国南巨摩郡万沢村地方の民林に三種の植栽が再興
す。

応歴年間発達した，杉・檜林は再度三種に切り替えら

れ，眼前の"制に走って，幼齢林迄も伐採するに至っ
た。

○東海道の松並木が所を伐採せられて風致を損するに至
る。

○加州屋敷（板橋所在）の五十三次を廃し，有名な庭圃
を3年掛りで破壊す。

樹木を製炭原木とし，庭園学上の好材料を失う。

○吹上御苑の構山を開墾す。

天子は嫁術の労を見ねばならいものだ等と，支那本の

一頁を引証して名苑を破壊するに至った。

○佐野常民及英国公使「パークス」の努力に依って，東
京城内外御濠の松樹及び上野一王子の土地立木の払下
を免かる。

当時井上大蔵卿は，前者を200円後者を800円の価緒

で，民間に払下んと企てたが，両氏の努力によって’

上野を山果有朋力墳取り官に献じた。

○欧州植物の渡来。

開拓使勧鱸三田育種場で輸入した種類も甚だ多く，
鼓に近代の粥記録を作った｡

○アカシヤ．ポプラ－．月鐵封・タイサン鑑ク及びチュ

ーリップの輸入。

無鰊のアカシヤは明治43年独乙より.輸入。初年輸入

したポプラーは山地に適せずして，明治28年北米か

ら輸入した品種は，生育良好北海道に移植す。

○此の頃から日清戦争に至る間は，農繁期放牧時代であ
った。

政府は欧米に範を採り，家畜飼育の改良を奨励したが

農産偏重に慣れて，農民は俄かに之に徴はなかった。
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く，また燐酸質成分を欠く場合も同様である。しかし加

里成分の欠除は発病に大きな影響を及ぼさないようであ

る｡次に窒爵讃成分を標準の2倍与えても，謡靜径庭か

ら象て，標準との間に差は認められない。

これが今日まで私どもの得た実鋳議果であるが，しか

し各成分間のバランスや成分の形態,‘苗木の生長，品質

に及ぼす影響とか，苗畑土鯉にどのように適用すべきか

ということなど，今後に残される問題が甚だ多い。それ
にもかかわらず，わが国の桜病研究にはこれまで絶無と

いってよかった，癒浬学的.(渉犠の）および病態生理学

的研究に，赤佑病を材料として，一歩踏承込んだことは

甚だ有意義だと，ひそかに自負している。

とにかく，肥料成分の多少zつり合いの是正などによ

ってある程度破害を少くすることはできるであろう。し

かし，いかに完全なI畔}識汁をしたとしても，これだけ

で赤枯病にかからないようにすることは，霞ず不可能だ．
色

といってよい。どうしても薬剤の力をがりなけれぱ完全

防除は望まれない。

（6） さし末苗は赤佑病にかからないか？明治の末

から大正の初めにかけて，茄粘病が大発生し，スギの育

苗が絶望混された際に，さし木苗はこの病気にかからな

いといわれて,､赤枯病対策としてこれがかなり流行した

そうである。今日では，むしろ精麺封あるいは優良塗

系（クローン）の保続増殖策としてさし木の重詞生が大

きく，今後ますますさし木による育苗が大切な問題にな

るであろう。これは当然そうあるべきで誠に正しい歩皐
、

方だと思われる。

さし木苗が赤枯病にかかり難いことは事実として認め

てよいが，全くかから厳いのではない。かかることはか

かるが，その被害は甚だ軽微である。さし木で大瞳の育

苗を行うためには，どうしても台木あるいはこれに類し

たさし穂採取用母樹によらなければならないだろうと，

私には考えられる。

台木は樹令が20年生以上でも，その極駕はサーコス

ポラ菌に甚しく侵かされてひどく赤梅青にかかることは

すでに述べた。ところが，このような台木からとったさ

し穂による苗は,赤枯ｿ跡概してかかり難いということ
は，一体どのように説明したらよいのか。もつとも，1
本の台木から出た枝でも，その出る部分あるいは出てか

らの経過年数によって差があるらしい。また洞妓の期間

ほ大体3年ぐらいで，それ以後になると枝の表皮は褐色

に変化する。こうなると，もはや褐色外表からはサーコ

スポラ菌は新たに侵入することができない。当場千葉茂

氏によると，スギの葉の寿命は約3年で，3年たつと更
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（5）肥料と被害との関係窒素質肥料を過度に施す

とこの病気の被害は多くなり，また燐酸質肥料を充分に

やれば逆に被害を少くするということは，すでに大正初

期に今枝氏りりによって報告されている。近年になって

これと同犠のことが草下氏ら3)，四手井博士ら9によっ

ていわれている。 ところで， 圃場で肥料試験に並行し

て，I鴎斗と発病との関係を調べて承ると，必しもこのよ

うな結果は出ず，以前の私ども5)の調査でも，また野原

氏のらの報告でもそうであるように，はっきりした結論

を象ちびくことができない場合もかなり多い。これは，

ひとり病気のことだけに限らないが，圃場試験通有の困

難性によるものであろう。圃場試験では環境に左右され

ることが多く，特に病気の発生と肥料の関係を調べるに

憾圃場ではあまりに因子が多すぎて結論が出にくいので

あろう。

私どもりは，肥料成分と発病および被害程度との関係

を知るために，直接圃場試験を行ったのでは労多い割合

に結果が出難く，廻り道のようでも基礎実験に立ち帰っ

て，出直さなければならないと考えた｡それで，当場宮

崎博士と塘氏の教示をうけて，砂耕法（実は砂耕と水耕

の中間の方法であるが）によって肥料成分とこの病気の

被害程度との関係を知るための実験を2カ年間行って来

た。今後数カ年間継続する予定であるが，これまで得た

結果を，かいつまんで述べると次のとおりである。

潅どもの実験は人工接種法によって発病させる方法を

とったものである。

窒紫質成分を全く欠く場合にはこの病気の発生が甚し

9

｡

8

‐

今枝直観（1916)．林…14，19． 2）今鐸師(19]J7).病虫鐸侭誌4" 162, 228.
章下正夫･緑川義蕊(1949)．林試月報4，4． 4）四手弁綱英･塩田勇未罐農
侭龍一雄･渋川潅三未毒菱 6）噸京勇太・陳野好之（1952)．林試冊報52，159．
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新されるということである。そうだとすれば，20年生

の台木から出た葉だろうと，また100年曇の老木の葉だ

ろうと，葉それ自体の年令はせいぜい3年生だというこ

とになる。ところで，台木や苗木（みしよう苗）の葉は

サーコスポラ菌に甚しく‘侵かされるのに，老成木の葉は

ほとんど全く侵かされないのほどうしたわけなのだろう

か？ もつとも，台木の葉の形は象しよう苗のそれと大

変よく似ているのに，老成木の葉は一見して，これとは

大分異なった形をもっている｡‘

私どもはこれらの事がらを尭羨的に解明するため蕊洋

来材料の鐵庸を行って来たので，近く舞羨にとりかかる

見通しをもっている。おそらくこれは非常に難問題で，

結局は原形質耐病性の本賀にまでふれることになるよう

な予感がする。
●

とにかく，上の事実を今日の段階で説明するには“ス

ギは切り込むことによって新たに出て来る枝葉は篝返る

ものだ，，ということにしてもよいだらうが，またクレン

ケ氏(N.P.KI麺蕊KE)の「植物の弁証法的雛造」につ

いての論文中にあ為')，‘‘植物の塞的年令と時間的年

令は別個のものでああ，，という意見によるのが大変便利

に思われるが，どうであろうか。ただし，念のため鐙断

りしておくが汐私はマルキスhでも，またルイセンコ学

派のｲ毒奉者でも絶対にないのである。

（7） 脈縮性品種の問題農業，園芸および鐙藍方面

では，選抜や交配によって､＃病性品種を育成して瞬畜な

成績をあげている。外国では搾農でも育種がかなり盛ん

であるが，わが国では耐甫性品種を得ることを目的の一

にした育種の，毒局べき成果についてはまだほとんどき
かない。

スギの品種というのは大変むずかしいそうであるが，

赤枯病に雁縮性な「品種」があるのか，またはないのか

まだ不明だといってよいであろう。しかし，選友あるﾙ、

は交配によって峨病性「品種」が見出される可能性は充

分にある｡当場議薗研究室千葉茂氏らは最近この問題に
着手した。その成果に大きな希望をかけたいと思ってい
る。

これまで述べて来た， この病気の防除に関する事項

ば，いずれもいわゆる「間接的防除法」に含まれるもの

で，衛生処置がその中心をなしているといってよい。間

接的防除処置も大切なことがらであるが，これと宜接的

防除処置が並行して実施されてはじめて完全な防除効果

がおさめられるもので，特に赤枯病のような猛烈な伝染

病では「直接的防除法」の占める比重は極めて大きい。

以下薬剤撒布による直按的防除処置を述べてゆくが，こ

'0年生 れは私どもの基鯉勺研究結果に立脚して，数ケ年間にわ

;の葉だ たり，血のにぢむような苦心と異常な努力の汗の結晶と

いうこ して得られた，野原・陳野両氏らの圃場試験による研究

の葉は 成績”を主として引用したものである。私どもの基礎

の葉は 研究結果を実地防除試験に拡大して是の真実性のうらづ

'だろう けを担当され，非常な困難の伴う圃場試験に立派な成果

れと大 をあげられた野原氏らに満腔の敬意を表さなければなら

れとは ない。野原氏らの試験研究によって私どもの基獅暁が

生きて来たのであって，チーム・ワークよるしきを得て

め蕊洋 赤枯病にとどめをさす綜合的な防除対策がたてられたの
かかる である。

|題で， （8）薬瑚散布(a) どんな薬剤ガ蟻も有効か？野

るよう 原氏らの3年間の試験結果はボルドウ液が最もよい成績

を示している。これについでダイセン水和剤が有効で，

，は“ス 最近統凌と発売された銅剤はいずれもボルドウ液に遠く

若返る 及ばず，スギの赤枯病に関する限り，古くからのボルド

クレン ウ液よりも効果の大きい新薬は今のところまだ出ていな

」につ い。醤だ意外に思われるであろうが，これが事実なので

:間的年 ある。

変便利 (b) ボルドウ液の濃さは？私どもがいい出すまで

め鐙断 は，スギの赤枯病を防除するために使用するボルドウ液

ン．学 の濃さは，1斗5升式とか2斗式と､､うような濃いもの

が一段に使用され，うすいものでは効果がないと考えら

蚕方面 れていた。私どもの基礎研究結果でば2斗式から1石5

瞬畜な ・斗式までの濃さのボルドウ液は，病菌の胞子の発芽をそ
、

り盛ん 止する能力に差がないということになった。引縦き圃場

的の一 で行われた野原氏らの試験結果も全くこれと同じで， 2

んどき． 斗式から1石式まで（2, ,§， 4，5，6，7，8，10
斗うの各濃度のボルドウ液はこの病気の防除にいずれも

るが, 著しい効果があり，濃度によって効果に差がない成綴が

いのか 出た｡･それでこの聴爽な試験研究結果からうすいボルド

あるﾙ、 ウ液を使用することをすすめて来たのである。鍵初のう

性は充 ちは，なかなか私どものいうとおりにやってくれなかつ

問題に たが，最近ではやつと5～6斗式までうすくなった。永

,ってい い間の習慣を2年や3年で破るには大きな困難が伴うこ

とは当然である。それにもかかわらず，わずか4～5年

る事項 で，2斗式から6斗式までうすくなったことば，目ざま

るもの しい進歩と象てよいのではあるまいか。私どもは，この

い。間 病気の防除には8斗式ぐらいのうすいボルドウ液が使用

謹接的 されることを目標にしており，またこれで充分に防除の
、

隙勃果 効果をあげうるものと確信している。しかし，こうなる

な伝染 には今後まだ華の時日が必要であろう。ただ断ってお

きい。 きたいのは，私どもは「2斗式などという濃いボルドウ

が，こ 液は効果がなく，うすいのが効果がある」といっている

2）野原勇太・陳野好之（1952)．林試研報52，159．
62，“．
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のではない。従来慣用されて来た濃い宗ルドウ液を使用

する必要はなく，この病気の防除にはうすいもので充分
効果をあげることができる，というのである。2斗式を

6皇I式にうすあることによって薬剤は1/3ですむことに

なり，また間接には使用する噴霧機の使扇年限がかなり

延びる利益もあるわけである。

かつてある都市で私が以上のことを講演した際,一人
の男が，ものすごいけんまくで私にくってかかった。そ

の人の言い分は「自分は親子何代か苗木を作ってこれを

業としているものである。自分はこれまで1斗2升式の

ボルドウ液を使用して来たのであるが，これよりもうす

いものでは赤枯病は絶対に防除できないと思う。あなた

の話は本当なのか」というのであった。もはやそれから

数ｶ年経過した。この業者の方も現在ではずっとうすい

ボルドウ液を使用しているそうである，とだけつけ加え

‘ておけば多くを語る必要はありますまい。この人は，後

で知ったことであるが，スギ苗作りの名人で，すでに農

・林大臣賞を連続3回授与されたY氏である。

･ (c)薬剤撒布の時期，回数は？ これは病菌の繁殖

時期と薬剤の有効期間に左右される。病菌の性質を靭焼

した結果，この胞子は4月中，下旬頃から形成され，5
月上，中旬頃には錬京附近で）完全に熟して病気をお

こすことば前に述べた。また， 6月中旬～7月中旬およ
〃

ぴ8月下旬～9月上旬は，菌が非常に蔓延しやすい噸削

であることもわかっている。薬剤の撒布は要するに，病

菌のこれらの悩鍾に従って行えば最も効果的なわけであ

る。すなわち，第一回の撒布は5月上，中旬までには

（東京附近で）行う必要のあること，および6月中旬～

7月中旬，8月下旬～9月上旬には重点的に入念に実行

しなければならないということになるのである。

野原氏らの圃場試験の結果朧，私どもの基礎研究の正

当なことを完全にうらがきしている。なお，雷蔵してほ

しいのは，この病気の古い防除試験の綣果として「盛夏

の7，8月には薬剤を撒布なくともよい」という報告が

あるが，これは誤りだと認めてよいことである。この報

告の試験を行った年は，たまたま旱天が続し･たらしい。

私どもの研究によれば，降雨が多くて湿気の充分ある場

合には，7月も8月も，この癖萄の繁薙霞認延に好適な時

期であることを明かにしており，この実愚離費果の正しい

ことも，銅東氏らによって尭征されている。ここに麹楚

的刷究の塁塞葵さがあるのである。すでにちょっとふれて

おいたように，古い防除試験ば，嶽雪の本質をくわしく

しらべな基礎研究の結果に立脚して行われたものではな

かったので，普遍生のない成績が出るのは避けられない

ことであろう。

スギ苗の最気がよくなると，それまで苗木を作ったこ

とのない農家も，農業の片手間に小面積の畑にスギ苗を

養成する。そして秋になってひどく赤枯病を出して大失

敗し「スギ苗作りはこりごりだ」ということがよくあ

る。これば全く薬剤撒布の時期,回数が適当でなかった

からに外ならない。スギ淑乍りの濯羨のない人は，それ

まで薬剤撒布をろくにやらずにいて， 9月末墳苗木が赤

枯病で赤くなってからあわてて薬を撒く。しかし，これ

はほとんど全く効果のない無駄骨折‘りなのである。6月

中旬～7月中旬鏑よび8月~雨旬～9月上旬の肝じんな時

期には，ちょっと見たぐらいでは，赤佑病が出ているか

どうかわからない。それで，院気が出ていないのに薬

を撒くのはもったいない。それに，だいいちこの農鶏靭

で猫の手もかりたいぐらいなのに，出ているかどうかわ

からない病気の防除に手数をかけてはおられない」とい

うことになり，やがて秋になって一目でわかる大被害を

蒙って，ためいきをつくという仕儀に相なるのである。

次には薬剤撒布の回数であるが，甚しい荒天でないか

ぎり，ボルドウ液の有効剣間ほ約2週間というのが這識

になっている。それで2週間ごとに撒布すればよいこと

になふしかし，6月中旬～7月中旬および8月下旬～

9月上旬には，もつと回数を多く上て，10日ごとにやっ

てほしい。その効果は羅鑑なものがある。東京附近では

10月_上旬までに10回撒布すれば，まず完全といってよ

く，少くとも8回は実行してほしいものである。

(d)薬剤の施用錘と識布のしかたボルドウ液の施

用量は，まき付苗で1回，1坪当り3～5合(1m2当

り160～270cc),一回賭苗では5～7合(1m劇当り

270～370cc)というのが標準である。撒布方法は強力

な噴識幾で，地面にノッズルを上向きにして，ふきあげ

ながらやるのがよい。この理由は地面に近い部分から病

気が過菱することと，また下から吹きあげれば苗木全体

に薬がよく附着するが，上から撒いたのでは，下枝には

ほとんど薬かゆきとどかないからである。なお，この病

気の防除を主目的とし,･野原氏りの指導によって作製さ

れたミスト・スプレヤF-は，使用簡単で能率も甚だよ

く，中鐡莫以上の苗畑には繼奨できる機械である。

(e)濃い薬剤を使用すれば撒布回数を少くしてもよ

いか？私どもが「ボルドウ液はうすいのを使用して回

数を多く撒くのがよい」というと，！~そんな手数はかけ

ておられない。濃い薬を使用するならば回数が少くても

よいのではないか」と反問されることがある。例えば5
ざ

斗式を10回撒くかわりに，2斗5升式を間隔を遠くし

h

h
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て5回でよいものならばパ人手がはぶけて大変好都合

だ，というわけである。郵術ならこれでよいだろうが，

病気の防除はそう簡単にはゆかないのである。

まず薬の方か吟調べて鍬ようり。なるほど薬を御､た
直後には，濃いものを使うほど苗木についている銅の量

が多く， うすいのでは少いのは明らかである。 ところ

が，薬剤を撒布した後, 日数が経過するに従って圃場の
苗木に附着している薬剤の量は力輝度的に消失してゆ

き，その消失量は濃い薬剤を撒いたものほど大きい。そ

れ､で，撒布してから2～3週間後の銅の残存量は，渡い

薬を撒いた場合にやや大ではあるが，うすい薬を使った

ものに比べて殺菌効果が特に大きいといえるほどの差は

認められない。さ･らに，撒布してから40日後では，澱

いものでも，うすいものでもほとんど同じく．らいの微量

な銅しか残存していない。いわば，私どもがすすめてい

るような濃度のうすいボルドウ液を使用して効果がなく

なる時期には，濃い薬の場合でもやはり効果がなくな

り，濃い薬だからといって効果の持続期間が著しく延び

るものではないのである。

次にはスギの側からふてみよう。薬剤を撒布すること

によって，スギの枝葉の表面が薬のうすい被膜で蔽われ

る。それで，病菌の胞子が飛んで来て，スギの体表は接

着しても薬があるために発芽，生長することができない

？で,病気にかからないわけである。ボルドウ液の効果
はこのようにして病笥の侵入を予防することが圭たるも
ので，病気にかかったものをな翁す効果は少いのであ

る。従って薬がスギの枝葉をすき誉なく.蔽っていてこそ

充分な効果が期待されるのである。ところで，薬を撒布

する間隔が遠くなればなるほど，その間にスギば生長し

て，薬の附着しない部分が出てくるわけで，それだけ病

菌の侵入する機会が多くなるものとゑてよいであろう。

以上述べたことがらと，撒布してからあまり日数がた

つと，たとえスギに銅が残存していても化学変化によっ

て殺菌力の少いものになることも充分にありうる。これ

らの理由から，「濃いボルドウ液を使用すれば，撒布の

間隔を遠くして，回数を少くしてよい」というわけには

ゆかず，やはりうすいものを回数を多くして撒布するの

がよいことになるのである。

(f)展着剤は必要か？野原氏らの試験結果を承る

と，展着剤を添加することの効果ほそう大きくはないよ

うである｡しかし,うすい濃度のボルドウ液にはこれを加

えた方がよいように思われる｡また,展着剤は現在市販の

ものでは効力に大き祇差は認められないから，値段の安

いものを使用したらよいと，野原氏勤らはいっている。

(9)粉剤の防勝勃力ボルドウ液はこの病気の防除

に極めて効果があるが,調製がめんどうな弓と，調製の
ために多量の水がいる欠点がある。それで，溌剤が使用

できれば，これらの欠点は除かれて，甚だ能率的に薬灘

撒布ができる。ところで，現在のところ少くとも，この

病気に対しては,ボルドウ液ほど嶽効なものはなく,また

薬価がボルドウ液に比べて甚しく高価につく。しかし，

粉剤は日進月歩で數善されているから，近い将来に大き

な希望はもたれる。

野原氏ら3)の最近の議験によると，三共銅粉剤(6号）

と黄色亜醐上銅粉剤は6舅I式ボルドウ液に近い効果が

あり，ダイセン粉剤とセレサン石灰はこれにややおとる

(100mg当り0.6kg.ずくつ, 5～10月に9回撒布)結果

になっている。

(h)雨期に於ける薬剤撒布薬剤撒布は天候に左右

されることが多い。もう薬を撒かなければならないと考

えている頃に雨が降ると，つい延びのびになって，適期

を失することがある。特に赤枯病で大切なこと}ま梅雨期

で，病菌の繁殖が大いに盛んなので甚だ困るのである。

この時期には傭間をみては薬を撒くことになるが，それ

には短時間に犬面積の実施ができるような機械を使って

能率をあげることがのぞましい。今一つの重要なこと

は,湿潤な天候が続いて多量に形成された病菌の胞子を

直接殺してしもう薬を撒いてやれば，それだけ病気の伝。

染から予防できるわけである。誤ルドウ液＊だけでは直

接の殺菌力があまり強くないので，これにウスプルンな

どの有機水銀剤*＊（ボルドウ液1斗に対してウスプルン

5匁の割合）を加えて，小雨ぐらいならば，撒布してや

ることである。農業でぱいもち病の防除に雨中撒布とい

ってすでに試みられ，よい結果をあげている。

以上， この病気の防除について多方面から検討を加

え，とるべき手段をくわしく述べて来た。その一つとし

て不用なものはなく，またこれをバラバラに実行したの

では効果が少い･間接的たると直接的たるとを問わず，

すべての手段方法をとり，いわゆる綜合的防除法こそ，

このように猛烈な伝染病である赤枯病への効鋤な対策
なのである。

赤枯病の防除対策がこれ童で進歩したのは，ただ私ど

もの試験職f究によって忽然として， できたものでほな

い。私ども以前に少からぬ人灸によってその土台がきず

かれていたのである。なかでも川村溝一博士,北島君三

博士，笠井幹夫氏，卜蔵梅之亟博士らは本病がひどく発

《
】

凸

『

《
』

1）野原勇犬･伊藤勝夫未発表 2)3）野原勇太・伊藤勝夫･峰尾一彦未発表
＊保護識慧剤 ＊＊直接殺菌剤
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した部分が認めら

れるだけで，必し

も承ぞ力轆'成され

るとは限らない。

また，材部の蒜色

も濃淡種々のもの

がある。被害部の

中央に枯死した古

い枝の基部が残っ

ていることが多い

麓2図)。

上に述べたよう

に，この病気にか、
かつた樹は，縦承

ぞ， 凸凹が甚し

く，また材部も変

色しているので，

床柱か何がに使用

生して大問題になった大正初期に試験研究を行い，見る

べき成果をあげておられる。私どもは，これら諸先輩の

業績を踏承台として，不備不明な点を解明し，足らざる

事がらを補ったに過ぎないのである。先達の残された業

績があったれぱこそ，私どもの仕事はこれまで進むこと

ができたもので，わが国樹病学の草創期における先輩諸

学者に対して深く敬意を払わなければならない。

2． スギのみぞ腐庸 これはスギの造林木に

発生するもので沙かつて埼玉･高知・神奈川各果の民有

林に発生し，蜘上島博士”によって命名された病気で

ある｡この病気は最近埼玉県下で広い直賦にわたって達
しい被害を及ぼしていることがわかり3)9，再び大きな

話題になった。その後，千葉県，山形県，奈良果，秋田

県などにもこれがあることが確認されり”，おそらく全。
国的に見出されるものではないかと思われる。

蛎御 この病気にかかった樹は相当広い縦の

みぞ（藤）を，幾条となく樹幹面に形成する。それで，

唾

第2図スギのみぞ腐病

中央部に死枝のあることに注意

１
１
１

9

一

●

I

第3図みぞ腐病にかかったスギ満幹の横断面

するならば別であるが，薪以外には用材としてほとんど

役立たない。

〔発病経過〕 私ども8)9)10)の調べたところによあ

と，この病気は次のような発病経過をとる。

（1） この病気の初期は主幹（主軸）の緑色部にばじま

り，濃褐色の病はんが形成され，これほ多くの場合側枝

の分岐点附近から拡大してゆく。この際緑色主刺Iおよび

側枝上の針葉も枯死する（第一潮）曉4図)。

②主軸の病はんが漸極大してゆくとともに，この

＝

第1図スギのみぞ腐病

このような揃封の古い部分を横断して象ると，その断面

一は星形あるいは不規則な菊花状を呈し，なお，材には褐

色～灰褐色に変色した部分ができる（第1，3図)。

これは末期的病擬あるが,その初期には少しく陥凹

北熊諜三(1927)．林一催誌9(8),34． 2）北島君三(1933)．樹病学及木凋演祷論82．
河合慎二（1952)．森隊防疫ニュース6，27． 4）熊井正善（1953)．森林防疫ニュース13，92．
林試職聯龍喜一研究室(1953)．森隊防疫ニュース15"107．
林試樹病第一研究室（1953)．森林防疫ニューズ20，168．
佐藤邦彦（1954)．森称防疫ニュース22，191． 8）伊藤一雄（ｴ953)．森林防疫ニニース13，90．
織熊一雄（1953)｡.掴吻防疫6， 176. 10）伊藤一雄．千葉修．渋川澄三未乗菱

、

－37－
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伊藤 ： 樹病講座 腔）
e

大力錘女としていることも多く認められるもので，この

ような場合には初め病ほんの部分は少し陥凹している程

度であるが礎4図)，やがて緑色主軸は老成して表皮

は潟色に変る（3年内外で褐色外表になるようである)。

緑色であった外表（かわ）が褐色外表に代るとともに，

病はん患部は剥げ落ちて，ちょっと見たところでは完全

になおったようになり，明らかな病状は認められなくな

る。問題の象ぞ腐病への移行はこの頃にその参がはじ

まるのである。それは，病はんが剥げ落ちて一見なおっ

たよう左部分の，全部が全部そうでないにしても，形成

層組識内に茜一コスポラ菌の菌糸が残存していると承ら

れる点が多い。特に側枝の分岐点附近が病菌におかされ，

た場合には，偵娠は速かに枯死するとともに，倶幟の形

守成層から，主軸の組織内に菌糸は容易に侵ス生存する溌
会が多く，従って典型的なみぞ腐病の患部には死稜が残

っている場合が多いのである。

スギの形成層附近に病菌の菌糸が生存していて，遅食

としてではあるが生育を続けるため，この部分の肥大生

長はそ害されるに反し，菌糸の入っていない側では正常

な生長をし，なお患部に形成されるカルス（ゆ合組鋤

と相まって，甚しい凹凸のあるき（聯形を呈するよう
．になり，いわゆる象ぞ腐病伏になるものと承てよい嘩

5図)。

部分は少しく陥凹し，側構まその基部附近が侵かされて

枯死する礒二期)｡′

（3）主軸の病はんは拡大するとともに，その外表はざ

らざらな状態になったり，細かい裂け目が入ったりし，

あるいはカサプタ（瘡痂）状を呈する傑三期)。

㈱主軸はある年数憩経過すると，緑色を失い，褐色

の外表（かわ）で蔽われるようになるのであるが，この

時期には，被害部朧一見不明瞭になり，ただ患部の表面

がざらざらして，ある程度カザプタ状病変の名ごりを止

め，憧かに陥凹している程度になる嘩四期)。

（5）典郵勺な象ぞ腐状を呈じて甚しく陥凹するため，

幹ば凹凸が著しくなり，また枝死した側枝の基部が残震

を止めている（第五期）（第1，2，5図)。

鯖因〕 この病気の病因ば北島博士以来不明と

されて来た。ところで埼玉県下の民有林で最近この被害

が多く目につくに及んで調査した同県林務課熊井1騨氏

は，「赤柚病にかかった苗木を植えたら，このような病

気になった」という，林の所有者の話をきき，このこと

を私どもにただされた。

私どもが埼玉采下の被害地を実地調査しで集めた材料

によって実験を進めるとともに，数年来継続している赤

樹青の研究纈固から象て,上のいい伝えは正しく，これ

はまさに赤枯病菌サーコス鑑ラによっておこるものであ

第4図スギのみぞ腐病 になって枯死することなど

潔職簿議耀についてばすでに述べた。
沽暫病ほんと相同） しかし褐鏥はんの伸展拡

《
‐
。

ゴ

や

《
署

～

第5図スギのみぞ腐病

苗木の時代に赤桔病にかかったものが，みぞ腐病の病徴を
呈してゆく状況を，林業試験場構内で経過害調べている

－38－
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－

これまでﾎｲ桑家の一部に健「赤桔病にかかった苗で

も，山に植えればなおる」という見方がかなり深く根ざ

している。しかし，これは大きな誤りであって，茄粘病

にかかった苗木を山地に植付けると，活着が極めて不良

で枯死するものが総出し， また枯死しないまでも，患

部が拡大して生長が甚だ不良なことが多い。もっとも，

すでに述べたように，サーコスポラ菌による茄粘病の被
害は樹令が高くなぉにしたがって，しだいに少くなり，

毎年剪定整枝する台木や生垣を除いては，大綱劉令10

年を限度として茄鈷症伏は起こらなくなるのは事実であ

る。しかし，これは典型的な赤枯症伏（主として葉及び

小樋のことであって，サーコス誤ラ菌による病害がな

くなるわけではなく，瀝伏は全く変るけれども，苗木時

代に受けたとの菌の侵害が十数年~数十年のあとまで影

響して，いわゆる承ぞ膳病状を呈させて，上長および肥

大生長はある程度するが，甚Lいき形を呈するため，用

材としてば全く無価値な木にしてしもうわけである。，

茄粘病味決して苗木時代だけの病気ではない。病菌ば

苗木の場合と違って，その姿をくらましてばいるが，樹

体内に潜在して，じわじわとこれを蝕んでゆく状態は，

人間の‘‘骨がら拳，'か‘‘らい病'のようなものである。

このように，赤枯病にかかった苗木を植えることは，悔

を数十年の後までも残す場合のあることを銘記して，赤

梅甫の防除を徹底的にやり，また茄粘病にかかった苗木

は山に植付けないようにしなければならない。

最近耳にしたところによると，昨年から埼玉県では，

県営苗木検査を実行し，調沓病にかかった苗木を山に

植えることをやめさせるようにしているということであ

る。これば誠に喜ぶべき適切な指導方針で，これが完全

に実行されるならば,再びみぞ腐病の惨害をくり返すこ

とはないであろう。しかし,一部の反煎鰐力(特に苗木業
者の一部）によって，必ずしも円滑にゆかない場合の出

てくることは容易に想像される。苗木を作ることはその

目的が決して苗木だけにとどまるのではなく，結局ほ山

に植えて良い林を作ることにあるのはいうまでもない。

なかば強制的な苗木検査をやられて苦情を持ち込むの

も，ここ当座で，やがてはこれが常識になって何の不思

議ももたなくなるであろう。赤枯病を出すような苗木業

者腱没落してゆき，無病健全苗を提供する人が栄えるの

は，これこそ正しい世のあり方なのである。膜いもの

に蓋」をして，いつまでも続けてゆけるものではない。

赤枯病の防除にきめ手がないというのであれば，強いこ

とはいえないが，私どもによってたてられた，防除法を

綜合的に，そしてまた忠実に実行するならば，赤枯病は

ほとんど完全に防ぐことができると確信を持っていえる

現在においてはなおさらこの感を強くする。

それにしても，県営苗木検査を断行された埼玉県当

局，なかでも同林務課熊井技師の技術者としての良心，

見識は実i昌見あげたもので，その実行力に対しても，私

どもは深く敬意を払わなければならない。（未完）

且＝

0
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林業実驍と実習A壽繊讃揺蹄建畿晶改
訂

製図及測量 荻原貞夫（53頁） 森林土木及木材識別 藤林誠（70頁）
森林土壌の調査方法 大政正隆（27頁） 木 エ 久木田実・宗村新蔵（32頁）
樹苗養成及保護 長谷川孝三（69頁） 竹 細 工 野村新蔵（13頁）
造 林 中村彊太郎（25頁） 林産製造 三浦伊八郎（37頁）
造 園 小寺駿吉（25頁） 副 産 物岩出裳之助（30頁）
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病害､虫害には三共の豊藥
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あらゆる害虫に

苗木の病害に

万能展着剤

副
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霊 東京・日本橋三共株式会祇農藥部

一

新刊案内

島~－~一林業技術叢書～～v-"､～

第13輯東大教授・農博中村資太郎箸
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林
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五
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）

林学入門
些
逗

(植林の手引）鑛學鴉(会員55円）

－－~､ヘヘ~林業普及シリーズ~､~､ﾊﾊｰ､'、

No. 38 内田登一著

畑の 葺昌 虫
十

画 巨

価120円（会員110円）〒16円

No.39 中村英碩著

輕 架 線
価100円（会員90円）〒8円

No.40 加藤誠平著

運材用索道主索の設計と桧定
価］00円（会員90円）〒8円

頒
価
六
十
円

画間

I一言欝鵬鴛圭二－－
1 電気新喬電憲説
． 広葉樹パルプの現状

§ 第65冊 重本 勝著

畠 北 山 林 業
心

§ 錐"柵 亀井健三譜
l剥

； 巣まき造林法
＃ いずれも価40円〒8円

東京都千代田区六番IIlr七

剥漂日本林業技術協會
電話(33)7627．9780番
振替口座東京60448番

/鐸雷罎雲F種 、祠鴦＝望
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